
証券コード　
平成 年６月４日

株　主　各　位
東京都千代田区丸の内二丁目２番３号　　

古河電気工業株式会社
取締役社長　 　田　政　雄

第１８８回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
　さて、当社第 回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出
席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、お手数ながら後記「株主総会参考書
類」をご検討くださいまして、次のいずれかの方法により議決権を行使ください
ますようお願い申しあげます。
【郵送による議決権の行使】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送くだ
さいますよう、お願い申しあげます。

【インターネットによる議決権の行使】
　後記「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、インター
ネットウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って、議案に対する
賛否をご登録くださいますよう、お願い申しあげます。

敬　具

記
．　日　　時　　平成 年６月 日（火曜日）午前 時

．　場　　所　　東京都港区芝公園三丁目３番１号

　　　　　　　　　東京プリンスホテル　２階　鳳凰の間

　　　　　　　　　（末尾の「株主総会会場略図」をご参照ください。）
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（当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。 ）



．　目的事項

　　報告事項　　第１号　第　 　期（平成 年４月１日から
平成 年３月 日まで）事業報告、連結計算

書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類の

監査結果報告の件

　　　　　　　　第２号　第　 　期（平成 年４月１日から
平成 年３月 日まで）計算書類報告の件

　　付議事項　　第１号議案　剰余金の配当の件

　　　　　　　　第２号議案　取締役 名選任の件

　　　　　　　　第３号議案　監査役２名選任の件

　　　　　　　　第４号議案　監査役の報酬額改定の件

　　　　　　　　第５号議案　当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）

の更新の件

．　議決権行使等についてのご案内

⑴　本総会当日ご出席おさしつかえの場合は、同封の議決権行使書用紙またはイン
ターネットによりまして、議決権を行使いただくことができます。インターネッ
トによる議決権行使につきましては、後記「インターネットによる議決権行使
のご案内」をご参照ください。

⑵　上記⑴による議決権の行使に際しましては、平成 年６月 日（月曜日）午後　
５時までに到着するよう、ご返送またはご登録をお願いいたします。

⑶　議決権行使書用紙およびインターネットによりまして、二重に議決権を行使さ
れた場合、インターネットによる行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
また、インターネットで複数回数、議決権を行使された場合、最終の行使を有
効なものとしてお取扱いいたします。

　⑷　株 主 総 会 参 考 書 類 等 に 修 正 が 生 じ た 場 合、当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www furukawa co jp/）において、その内容をご通知いたします。

以　上
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（添付書類）
事　業　報　告

（平成 年４月１日から
平成 年３月 日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

⑴　当期における企業集団の事業の経過および成果

　当期の世界経済は、一昨年の米国金融危機に端を発した深刻な景気後退に対する各

国の公共投資などの積極的な金融・財政出動の効果が景気を下支えするようになり、

緩やかな景気回復基調は見られたものの、依然として経済活動は米国金融危機前の水

準を下回っており、また景気の下振れリスクも懸念される不安定な状況にありました。

米国においては、雇用環境は依然として低い水準で推移しましたが、後半からは個人

消費に改善の兆しもみられた反面、欧州では、景気回復の遅れに加え、ギリシャの財

政危機などもあり、先行きが不透明な様相を呈しました。一方、アジアは、中国を中

心とした新興国が早期の景気回復をみせ存在感を示すなど、当期の世界経済における

景気の牽引役を果たしました。わが国におきましては、世界的な実体経済の悪化によ

り、当期前半の特に第１四半期までは、前期同様厳しい環境が続きましたが、自動車

などの製造業を中心にアジア向け輸出が増加するなど景気底入れの兆しが見えてきま

した。しかしながら個人消費などの国内需要の長期低迷、物価の下落や円高による企

業利益の圧迫もあり、景気回復は自律性に乏しいものでした。

　このような環境の下、当社グループにおきましては、現在の世界市場の厳しい環境

に対応するため、徹底的な経費の見直しや固定費削減などのコストダウン諸施策を実

施し、グループ一丸となって黒字確保に努める一方、新興国の通信・電力など伝送イ

ンフラ分野の投資需要を取り込むべく、中国での超高圧送電ケーブルの増産やインド

での現地パートナーとの光ファイバ生産開始など積極的なグローバル展開を行い、ま

た、高機能素材系の事業においても自動車用ワイヤーハーネスの商圏拡大や、ロシア

での発泡プラスチック製品新工場操業開始など、世界市場における当社グループのポ

ジション強化の布石を打ってまいりました。また、引き続き事業やグループ会社の再

編を促進し、事業の効率化やグループ経営体制の強化等を図ってまいりました。

　当期の業績につきましては、国内および米国その他先進国の需要低迷や円高などの
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影響を受けましたが、中国をはじめとする新興国の堅調な需要に支えられ、また、顧

客の在庫調整が落ち着いたことや国内のエコカー減税等による自動車関連製品の需要

回復などから、連結売上高は 億円（前期比 ％減）と減収ではあるものの、期

首に予想した売上高を確保することができました。また、海外売上高は 億円（前

期比 ％減）となりました。

　損益につきましては、売上が回復傾向に転じたことに加え、グループをあげて取り

組んだコストダウン諸施策も功を奏し、前期第４四半期に赤字に陥った営業損益は、

当期第２四半期からは再び黒字となり順調に回復した結果、連結営業利益は 億円

（前期比 ％増）と、大幅な増益となりました。また、前期に実施した北米事業再

編により米国子会社への円建て貸付金に伴う為替リスクが解消したことから、為替損

益が大幅に改善し、連結経常利益は 億円（前期比 億円改善）となり、連結当期

純利益は、事業構造改革費用や独占禁止法関連での引当金繰入等による特別損失を

億円、投資有価証券売却益等の特別利益を 億円計上した結果、 億円（前期比 億

円改善）となりました。

　単独の業績につきましては、売上高は 億円（前期比 ％減）、営業損失は

億円（前期比 億円改善）、経常利益は 億円（前期比 億円改善）、当期純利益は

億円（前期比 億円改善）となりました。

　なお、当社は、住友電気工業株式会社との折半出資会社であった原子燃料工業株式

会社の当社保有株式 千株のうち、 千株につきまして、昨年５月に英国法人ウェ

スチングハウス・エレクトリック・ユーケー・リミテッドに売却しました。また、昨

年７月には富士電機アドバンストテクノロジー株式会社（現　富士電機ホールディン

グス株式会社）とともにGaN（窒化ガリウム）パワーデバイスの共同開発を目的とした

次世代パワーデバイス技術研究組合を設立しました。このほか、当社子会社であった

古河総合設備株式会社は、昨年 月に富士電機Ｅ＆Ｃ株式会社および富士電機総設株

式会社と合併し、富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社としてスタートしました。

　次に、部門別の状況について、ご報告いたします。
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〔情報通信部門〕

　情報通信部門におきましては、国内ではFTTH関連市場の需要が堅調だったことに

加え、平成 年７月の完全移行に向け各地で整備が進む地上デジタル放送関連製品の

売上も好調に推移しました。また、海外ではインド・中国などアジア向けの光ファイ

バの輸出が堅調に推移しました。一方、欧州など先進国においてインフラ関連の需要

が低迷していたことや為替相場の影響などもあったことから、当部門の連結売上高は

億円（前期比 ％減）となりました。損益につきましては、製品価格の下落な

どの影響がありましたが、固定費削減効果もあり、連結営業利益は 億円（前期比 ％

増）となりました。また、単独売上高は 億円（前期比 ％減）となりました。

〔エネルギー・産業機材部門〕

　エネルギー・産業機材部門におきましては、中国における高圧電力ケーブルの売上

が好調であったほか、前期後半に急落した半導体製造用テープの需要がアジア向けを

中心に回復するなど好材料もありましたが、銅線や建設用電線の売上が引き続き低迷

したことなどにより、当部門の連結売上高は 億円（前期比 ％減）となりまし

た。損益につきましては、売上の減少による影響はあったものの、原油・副材料の値

下がりや固定費削減の効果もあり、連結営業利益は 億円（前期比 ％増）となり

ました。また、単独売上高は 億円（前期比 ％減）となりました。

　なお、昨年４月に、電気絶縁・防食用途テープ、放熱・熱伝導性シート等の製造販

売を担うエフコ株式会社を当社に吸収合併しました。また、本年２月には電力部品分

野の再編・強化の一環として、送電部品事業に強みをもつ子会社の旭電機株式会社を

株式交換により完全子会社化しました。このほか、事業再編の一環として、床暖房事

業を手がけていた子会社のサンサニー工業株式会社を、昨年８月にマックス株式会社

へ売却しました。

〔金属部門〕

　金属部門におきましては、リチウムイオン電池用銅箔の需要が回復し、銅地金価格

上昇による製品の値上がりはあったものの、エアコンや建築配管などに使用される銅

管の需要が低迷したこと、当期後半には回復の兆しがみられた電子機器部品市場も前

半の落ち込みの影響が大きかったことなどから、当部門の連結売上高は 億円（前
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期比 ％減）となりました。損益につきましては、引き続き赤字ではありましたが、

コストダウン施策の効果もあり、前期に比し改善し、連結営業損失は 億円（前期比

億円改善）となりました。また、単独売上高は 億円（前期比 ％減）となりま

した。

〔軽金属部門〕

　軽金属部門におきましては、上期は飲料用缶材の減少に加え、液晶・半導体製造装

置向け等の厚板や一般汎用材の需要が回復せず売上数量が大幅に減少しました。下期

には、電機、自動車関連をはじめとした需要回復を受け、自動車熱交換器用材料や厚

板、一般汎用材の売上数量が急回復しましたが、上期の減少の影響が大きく、当部門

の連結売上高は 億円（前期比 ％減）となりました。損益につきましては、下

期は売上数量が回復したものの、上期の売上低迷による悪化を補うまでには至らず、

連結営業損失は２億円（前期比２億円改善）となりました。

〔電装・エレクトロニクス部門〕

　電装・エレクトロニクス部門におきましては、新興国における自動車需要の回復や

国内のエコカー減税などの効果により自動車用ワイヤーハーネスなどの自動車部品関

連製品の売上が堅調だったことや、パソコンの需要回復からメモリーディスク用アル

ミブランク材も後半から大幅な増産となったことなど、一部には顕著な回復をみせた

製品もありましたが、全体として厳しい市場環境による需要の低迷から、当部門の連

結売上高は 億円（前期比 ％減）となりました。損益につきましては、徹底し

た固定費圧縮と原価低減により、連結営業利益は 億円（前期比 ％増）となりま

した。また、単独売上高は 億円（前期比 ％減）となりました。

　なお、当社グループ内において類似する事業の統合と連携強化を推進するため、当

社が昨年４月に設立した古河マグネットワイヤ株式会社は、同年 月に東京特殊電線

株式会社から巻線事業を譲り受け、また、本年４月に当社および理研電線株式会社の

同事業を会社分割により承継しました。

〔サービス等部門〕

　サービス等部門におきましては、情報処理・ソフトウェア開発、物流、各種業務受

託等による当社グループの各事業のサポート、不動産の賃貸等を行っております。当
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部門の連結売上高は 億円（前期比 ％減）と減収となりましたが、経費削減の効

果などにより、連結営業利益は 億円（前期比 ％増）となりました。また、単独売

上高は 億円（前期比 ％減）となりました。

［部門別連結売上高および連結営業利益］
（単位：百万円）

部　門　名 連結売上高 前期比増減額 連結営業利益 前期比増減額

情 報 通 信 部 門 　　　 △　　 　　 　　　　　

エネルギー・産業機材部門 　　　 △　　 　　 　　　

金 属 部 門 　　　 △　　 △　 　　　

軽 金 属 部 門 　　　 △　　 △　　　 　　　　

電装・エレクトロニクス部門 　　　 △　　 　　 　　　

サ ー ビ ス 等 部 門 　　　　 △　　　 　　 　　　　　

消 去 ま た は 全 社 △　　　 　　　 　　　　　 △　　　　

合 　 計 　　　 △　 　 　　　

〔事業の譲渡、吸収分割等企業再編行為等の状況〕

　当期におきましても、前期に引き続き、事業やグループ会社の再編を積極的に推

進しました。その主なものは、次のとおりです。

テープ事業の統合
（平成 年４月）

電気絶縁・防食用途テープ、放熱・熱伝導性シート等の製造販売を担うエ
フコ㈱を当社に吸収合併しました。同社の統合により、管理部門等の経営
効率化、同事業の総合力強化と更なる発展を目指します。

原子燃料工業㈱の
株式譲渡
（平成 年５月）

当社と住友電気工業㈱の折半出資会社で総合原子燃料加工メーカーである
原子燃料工業㈱の事業の更なる拡大、発展を目指すため、当社が保有する
同社株式の一部について、英国法人ウェスチングハウス・エレクトリック・
ユーケー・リミテッドに売却しました。

サンサニー工業㈱の
株式譲渡
（平成 年８月）

床暖房システムの設計・製造・施工を手掛け、子会社であったサンサニー
工業㈱については、当社グループ内における床暖房事業の将来性を検討し
た結果、保有する全株式をマックス㈱に売却しました。
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（注）上表には、会社法施行規則第 条第１項第５号ハ乃至へに基づき記載すべき事項を含め記載
しております。

総合設備工事分野に
おける合併
（平成 年 月）

各種工事の設計・施工を担う子会社であった古河総合設備㈱は、富士電機
E&C㈱および富士電機総設㈱との合併により、富士古河E&C㈱となりまし
た。同社は、技術・ノウハウ・顧客等の面で富士電機グループおよび当社
グループにおけるシナジー効果を発揮し、幅広いニーズに対応する総合設
備工事会社を目指します。

旭電機㈱の完全子会
社化
（平成 年２月）

当社は、子会社である旭電機㈱との間で株式交換を実施し、同社を完全子
会社としました。これにより、総合電力部品のメーカーとして、顧客の多
様化・高度化するニーズに対応した新製品の創出を図っていきます。

巻線事業の統合
（平成 年４月）

当社が昨年４月に設立した古河マグネットワイヤ㈱は、当社の巻線事業を
承継しました。同社はこのほかに、当社 ％子会社である理研電線㈱の同
事業およびステンレス鋼線事業を承継、当社持分法適用会社である東京特
殊電線㈱の巻線事業を譲り受けました。類似の事業を統合することによっ
てシナジー効果を発揮し、顧客価値の創造を目指します。

⑵　設備投資の状況

　当社グループの当期の設備投資は総額 億円で、その主なものは次のとおりで

す。

①　当期中に完成した主要設備

光ファイバケーブル製造設備の増強
Furukawa Optical Solutions Indonesia（イン
ドネシア、情報通信部門）

発泡製品の増産
Trocellen Russia（ロシア、エネルギー・産業
機材部門）

銅条製品製造設備の増強 当社　金属カンパニー

電解銅箔製造設備の増強 台日古河銅箔股份有限公司（台湾、金属部門）

圧延機モーターＡＣ化更新 古河スカイ㈱（軽金属部門）

アルミ押出製品の増産
古河（天津）精密鋁業有限公司（中国、軽金
属部門）

②　当期継続中の主要設備の新設、拡充

会計システムの更新 当社　経理部門

新工場建設および生産設備の集約 旭電機㈱（エネルギー・産業機材部門）
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⑶　資金調達の状況

　当社およびグループ各社は、金融機関からの長期・短期の借入、コマーシャル・

ペーパーの発行、手形割引、受取手形や売掛債権の流動化等により、必要な資金を

調達しております。

　また、当社グループでは、当社および子会社 社が、当社 ％子会社の古河ファ

イナンス・アンド・ビジネス・サポート㈱が運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジ

メント・システム）に参加し、資金の効率化と有利子負債の削減を図っています。

　なお、当期末の連結有利子負債は 億円で、前期末比 億円減少しました。

⑷　対処すべき課題

１）コンプライアンスの徹底

　当社は、昨年６月に、電気通信事業者向け光ファイバケーブルおよび同関連製

品の取引について、更に本年２月には、自動車用ワイヤーハーネスおよび同関連

製品の取引について、それぞれ独占禁止法に違反している疑いがあるとして、公

正取引委員会の立ち入り検査を受けました。また、当社子会社である古河エレコ

ム株式会社は、昨年 月に、建設・電販向け電線・ケーブルの取引について独占

禁止法に違反している疑いがあるとして、同委員会の立ち入り検査を受けました。

当事業年度末時点において、同委員会からの処分等はまだなされておりませんが、

本件につきまして、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配・ご迷惑

をおかけすることになりましたことをここに深くお詫び申し上げます。

　当社グループでは、これまでコンプライアンス体制を整備し、特に、架橋高発

泡ポリエチレンシートの独占禁止法違反の発覚以降、独占禁止法遵守のための諸

施策をより一層強化してまいりました。それにもかかわらず、このような事態を

招いてしまったことから、徹底した原因究明と抜本的な再発防止策を講じ社会か

らの信頼を取り戻すべく、公正中立な社外有識者を過半数の構成メンバーとする

「独占禁止法違反問題に関する第三者調査委員会」を昨年７月に設置し、徹底的な

調査と踏み込んだ討論の末、同委員会がまとめた報告書は、同年 月、「社長メッ

セージ」とともに公表いたしました。
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　当社グループといたしましては、二度とこのような事態を起こさぬよう、報告

書にある提言を真摯に受け止め、このたびの一連の経験とそこから得た危機感を

経営層のみならず全従業員が深く心に刻み、再発防止のための具体的施策を確実

に実行してまいります。施策の内容は以下のとおりであります。

①実施済みおよび実施中の施策

　　

項 目 具　体　的　施　策

統制の強化 ・同業他社との会合参加等における事前申請・事後報告の徹底
・就業規則「懲戒規定」における独占禁止法違反の位置づけの明確化およ
び本規定の適切な運用を目的とした「懲戒委員会」の設置

教育・啓発活動 ・役員および管理職全員を対象に「コンプライアンス誓約書」の提出
・全従業員を対象とした「コンプライアンス意識調査」の実施
・独占禁止法研修会の実施
・独占禁止法マニュアル改訂と周知
・「独占禁止法遵守のための４原則」を社員証に掲載

②独占禁止法を含むコンプライアンス強化のため改善・整備を進めている施策

　　

項 目 具　体　的　施　策

コンプライアン
ス体制強化と現
場への浸透

・各部門にコンプライアンス総括・推進員の設置
・教育・啓発活動の充実
・各部門内においてコンプライアンス点検活動の実施

営業部門等にお
ける統制の強化

・価格決定プロセス等に関する統制の強化
・役職員が参加する各協会・業界団体の内容の確認、出席者の見直し

モニタリングの
強化

・内部監査部門による独占禁止法遵守状況の監査
・外部専門家（弁護士）による助言、指導の強化

その他 ・独占禁止法関連相談窓口の設置
・営業部門等における定期的人事ローテーションの検討

２）変化する経営環境への対応

　今後の世界経済につきましては、新興国の経済が堅調に拡大し、世界経済の牽

引役となり、また、「環境」をキーワードとして、次世代自動車や次世代送電網（ス

マートグリッド）などといった新しい市場が世界的に拡大することが予想されま

す。
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　当社は、平成 年３月に中期経営計画「イノベーション 」を策定しましたが、

その後世界的な景気後退や資源価格の大幅な変動などにより、上記策定時から経

営環境は大きく異なってきました。このような環境変化もあり、今般、当社グルー

プの総合力強化と更なる発展を期し、中期的な展望を確立するために、平成 年

４月に新たな中期経営計画「ニューフロンティア 」を策定いたしました。当

社グループは、「ニューフロンティア（新市場・新事業）」で成長するとともに、

変化に強い経営を目指し、本計画に盛り込んだ以下のテーマに取り組んでまいり

ます。

　　

ニューフロンティア

Ⅰ．事業ポートフォリオ再編と新事業育成
　①「伝送インフラ事業」のグローバル成長（情報通信、エネルギー、高速鉄道など）
　②「高機能素材事業」の強化（当社優位の素材力を活かした製品の展開）
　③「環境新事業」の育成（次世代自動車・送電網や大容量光通信分野を中心に研究費を増額）
　④「伝統的加工事業」の再構築（事業ポートフォリオ改善を加速）

Ⅱ．組織風土の改革（コンプライアンス強化、グローバル人材の育成など）

Ⅲ．財務体質の改善（グループ事業強化による利益の創出、有利子負債返済など）

　当社グループは、グループ理念として掲げた「真に豊かで持続可能な社会の実

現に貢献」するべく、上記中期経営計画に基づき、より一層の企業価値向上を図っ

ていく所存であります。株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援、ご鞭

撻を賜りますよう、お願い申しあげます。
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⑸　財産および損益の状況

①　企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分
第１８５期

平成 年度

第１８６期

平成 年度

第１８７期

平成 年度

第１８８期
（当　期）
平成 年度

売 上 高（百万円） 　　

営 業 利 益（百万円） 　　　 　　　 　　　　 　　　

経 常 利 益（百万円） 　　　 　　　 　△ 　　　

当 期 純 利 益（百万円） 　　　 　　　 　△ 　　　　

１株当たり当期純利益 （ 円 ） 　　　　 　　　　 　　△ 　　　　

総 資 産（百万円） 　　 　　

純 資 産（百万円） 　　 　　 　　 　　

②　当社の財産および損益の状況の推移

区 分
第１８５期

平成 年度

第１８６期

平成 年度

第１８７期

平成 年度

第１８８期
（当　期）
平成 年度

売 上 高（百万円） 　 　

営 業 利 益（百万円） 　 　　 　△ 　△

経 常 利 益（百万円） 　 　 　△ 　　　

当 期 純 利 益（百万円） 　 　 △ 　　　

１株当たり当期純利益 （ 円 ） 　　 　　 　△ 　　　

総 資 産（百万円） 　

純 資 産（百万円） 　
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⑹　重要な子会社の状況 （平成 年３月 日現在）

会　　社　　名 資　本　金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

古 河 ス カ イ 株 式 会 社 百万円 ％ アルミニウム製品の製造・販売

日 本 製 箔 株 式 会 社 百万円 ％ アルミニウム製品の製造・販売

古 河 電 池 株 式 会 社 百万円 ％ 電池の製造・販売

Ｆ Ｃ Ｍ 株 式 会 社 百万円 ％ 金属めっき製品等の製造・販売

古 河 Ａ Ｓ 株 式 会 社 百万円 ％
自動車用ワイヤーハーネス・電装
部品の製造・販売

理 研 電 線 株 式 会 社 百万円 ％
電線、プラスチック製品等の製造・
販売

古 河 産 業 株 式 会 社 百万円 ％ 電線、非鉄金属製品等の販売

岡 野 電 線 株 式 会 社 百万円 ％
メタル通信ケーブル、光部品等の
製造・販売

古河電工産業電線株式会社 百万円 ％ 電線・ケーブル等の製造・販売

奥 村 金 属 株 式 会 社 百万円 ％
銅製品、アルミニウム製品等の加
工・販売

古 河 物 流 株 式 会 社 百万円 ％ 貨物運送等

古 河 エ レ コ ム 株 式 会 社 百万円 ％ 電線・ケーブル等の販売

O F S  F i t e l  L L C （米国）
百万

米ドル
％ 光ファイバ・光部品の製造・販売

Amer ican Furukawa  Inc
（米国）

千
米ドル

％ 自動車部品等の製造・販売

Furukawa Indus t r i a l S A
Produtos Eletricos（ブラジル）

百万
レアル

％
光ファイバケーブル、メタル通信
ケーブル、LANケーブルの製造・
販売

瀋陽古河電纜有限公司（中国） 百万元 ％ 電線、電力機器の製造・販売

Furukawa Metal（Thailand）
Public Co  Ltd （タイ）

百万
バーツ

％ 銅管等の製造・販売

Tro c e l l e n GmbH（ドイツ）
千

ユーロ
％ 発泡製品の製造・販売

Furukawa Electric Singapore
Pte  Ltd （シンガポール）

百万
米ドル

％
電線、電子線材、巻線、金属製品
等の販売

―　13　―



（注）１．出資比率は、間接保有を含んでおります。なお、日本製箔㈱への出資比率は、古河スカイ㈱
からの出資比率を記載しております。

　　　２．前期重要な子会社として記載しておりました古河総合設備㈱は、富士電機E&C㈱および富
士電機総設㈱との合併により子会社ではなくなったため、除外しております。

会　　社　　名 資　本　金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

P T  Tembaga Mulia Semanan
（インドネシア）

百万
ルピア

％ 銅線・アルミ線の製造・販売

⑺　主要な事業内容 （平成 年３月 日現在）

部 門 名 主 要 な 事 業 内 容

情 報 通 信 部 門
光ファイバケーブル、メタル通信ケーブル、半導体光デバイス、電子線材、
光関連部品、ネットワーク機器、光ファイバケーブル付属品・工事、CATV
システム、無線製品など

エネルギー・産業機
材部門

銅線・アルミ線、電力ケーブル、被覆線、電力ケーブル付属品・工事、ケー
ブル管路材、給水・給湯管路材、発泡製品、半導体製造用テープ、電気絶
縁テープ、電材製品など

金 属 部 門
伸銅品（板・条・管・棒・線）、機能表面製品（メッキ）、電解銅箔、電子
部品用加工製品、超電導製品、特殊金属材料（形状記憶・超弾性合金ほか）
など

軽 金 属 部 門 アルミニウムの板材、押出材、鋳物、鍛造品、加工製品など

電装・エレクトロニ
クス部門

自動車用部品・ワイヤーハーネス、巻線、電子部品材料、ヒートシンク、
メモリーディスク用アルミ基板、電池など

サ ー ビ ス 等 部 門 物流、情報処理・ソフトウエア開発、不動産賃貸等のサービス事業など

―　14　―



⑻　主要な営業所および工場等（平成 年３月 日現在）

① 当社

　・本　社：東京都千代田区丸の内二丁目２番３号

　・営業所：関西支社（大阪市）、中部支社（名古屋市）、九州支社（福岡市）

　・工　場：千葉事業所（千葉県市原市）、日光事業所（栃木県日光市）、平塚事業

所（神奈川県平塚市）、三重事業所（三重県亀山市）、銅管事業部（兵

庫県尼崎市）、銅箔事業部（栃木県日光市）

　・研究所：横浜研究所（横浜市）

② 子会社

　・製造・販売会社：古河スカイ㈱（本社：東京都千代田区、工場：福井県坂井市、

埼玉県深谷市）、日本製箔㈱（本社：東京都千代田区、工場：

栃木県下都賀郡、滋賀県草津市）、古河電池㈱（本社：横浜市、

工場：栃木県日光市、福島県いわき市）、ＦＣＭ㈱（本社・工

場：大阪市）、古河ＡＳ㈱（本社・工場：滋賀県犬上郡、工場：

三重県亀山市）、理研電線㈱（本社：東京都中央区、工場：千

葉県市原市）、岡野電線㈱（本社・工場：神奈川県大和市）、

古河電工産業電線㈱（本社：東京都荒川区、工場：神奈川県

平塚市、山梨県甲府市）、奥村金属㈱（本社：大阪市、工場：

兵庫県丹波市、滋賀県栗東市）、OFS Fitel  LLC（米国）、

American Furukawa  Inc （米国）、Furukawa Industrial 

S A  Produtos Eletricos（ブラジル）、瀋陽古河電纜有限公司

（中国）、Furukawa Metal (Thailand) Public Co  Ltd（タイ）、

Trocellen GmbH（ドイツ）、P T Tembaga Mulia Semanan

（インドネシア）

　・販売会社等　　：古河産業㈱（本社：東京都港区）、古河エレコム㈱（本社：東

京都千代田区）、古河物流㈱（本社：東京都千代田区）、

Furukawa Electric Singapore Pte  Ltd （シンガポール）
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⑼　従業員の状況 （平成 年３月 日現在）

①　企業集団の従業員の状況

（注）１．臨時従業員および企業集団外への出向者は含んでおりません。
２．「従業員数」欄の（　）内は、当社の従業員数となります。

部門名 従業員数 前期末比

情 報 通 信 部 門 名　（ 名） 名減　　　（ 名増）

エネルギー・産業機材部門 名　　　（ 名） 名減　（ 名増）

金 属 部 門 名　（ 名） 名減　　（ 名減）

軽 金 属 部 門 名　　　　　　（ ） 名減　　　　　（ ）

電装・エレクトロニクス部門 名　　　（ 名） 名増　　　（ 名減）

サ ー ビ ス 等 部 門 名　　　（ 名） 名増　　　（ 名減）

合 　 計 名　（ 名） 名増　（ 名増）

②　当社の従業員の状況

（注）　臨時従業員および出向者は含んでおりません。

従業員数 平均年令 平均勤続年数

名 才 年

⑽　主要な借入先（平成 年３月 日現在）

借　入　先 借　入　額

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 百万円

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 百万円
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２．当社の株式に関する事項（平成 年３月 日現在）

⑴　発行済株式の総数等

株式の種類 発行可能株式総数 発行済株式総数 株主数

普通株式 株 株 名

優先株式 　　 株 － －

劣後株式 　　 株 － －

⑵　大株主の状況

（注）１．持株比率は自己株式（ 株）を控除して計算しております。
２．朝日生命保険相互会社については、上記 株とは別に、同社が退職給付信託と
して信託設定した株式が 株あります。

大 株 主 の 氏 名 持　株　数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 株 ％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 株 ％
みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口　再信託
受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社

株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 株 ％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 株 ％
朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 株 ％
古 河 機 械 金 属 株 式 会 社 株 ％
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 株 ％
富 士 電 機 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 株 ％
みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　古河機械金属口　再信
託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社

株 ％
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３．当社役員に関する事項（平成 年３月 日現在）

⑴　取締役および監査役の氏名等

氏　名 地位および担当 重要な兼職の状況

石 原 廣 司 取締役会長（代表取締役）

田 政 雄 取締役社長（代表取締役）

野 哲 夫 取締役（非常勤） 古河機械金属株式会社相談役

金 子 崇 輔 取締役（非常勤） 株式会社神戸製鋼所社外監査役

藤 田 純 孝 取締役（非常勤）

伊藤忠商事株式会社相談役
株式会社オリエントコーポレーション
社外取締役
日本板硝子株式会社社外取締役
日本興亜損害保険株式会社社外監査役

北野谷　惇 取締役（執行役員副社長、ＣＭＯ）
Asia Vital Components Co  Ltd 董事
愛知電機株式会社社外取締役

中 野 耕 作 取締役（執行役員専務、ＣＰＯ）

室田　勝比古
取締役（執行役員常務、情報通信カンパ
ニー長）

大明株式会社社外取締役

櫻　日出雄 取締役（執行役員常務、ＣＦＯ） 古河スカイ株式会社社外監査役

立 川 直 臣
取締役（執行役員常務、ＣＳＯ兼経営企画
室長）

柳 本 正 博
取締役（執行役員常務、電装・エレクトロ
ニクスカンパニー長）

佐 藤 哲 哉
取締役（執行役員常務、ＣＳＲＯ兼ＣＳＲ
推進本部長兼同本部輸出管理室長）

小 川 博 正 監査役（常勤）
東京特殊電線株式会社社外監査役
古河電池株式会社社外監査役

伊 藤 隆 彦 監査役（常勤）
富士電機ホールディングス株式会社社
外監査役
富士古河E&C株式会社社外監査役
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氏　名 地位および担当 重要な兼職の状況

藤 田 　 讓 監査役（非常勤）

朝日生命保険相互会社最高顧問
社団法人ユナイテッド・ワールド・カ
レッジ日本協会会長
富士急行株式会社社外取締役
株式会社ＡＤＥＫＡ社外監査役
横浜ゴム株式会社社外監査役
日本ゼオン株式会社社外監査役
日本通運株式会社社外監査役
富士電機ホールディングス株式会社社
外監査役
日本軽金属株式会社社外監査役

工 藤 　 正 監査役（非常勤）

富士電機ホールディングス株式会社社
外取締役
明治製菓株式会社社外取締役
朝日生命保険相互会社社外取締役

（注）１．取締役 野哲夫、金子崇輔および藤田純孝の各氏は、社外取締役です。
２．監査役藤田讓、工藤正の両氏は、社外監査役です。
３．取締役金子崇輔および藤田純孝ならびに監査役工藤正の各氏につきましては、東京証券取
引所および大阪証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

４．各監査役が有する財務および会計に関する知見は次のとおりです。
　　・監査役小川博正氏は、当社グループにおいて法務、財務、会計部門の責任者等を歴任し

ており、財務および会計に関し、相当程度の知見を有しております。
　　・監査役伊藤隆彦氏は、当社グループにおいて会計、資材、人事総務部門の責任者等を歴
任しており、財務および会計に関し、相当程度の知見を有しております。

　　・監査役藤田讓氏は、金融機関の代表取締役をつとめ、また、財務部門担当取締役の経験
を有しており、財務および会計をはじめ企業経営全般に関し、相当程度の知見を有してお
ります。

　　・監査役工藤正氏は、金融機関の代表取締役を歴任しており、財務および会計をはじめ企
業経営全般に関し、相当程度の知見を有しております。

５．平成 年４月１日付で、取締役の地位および担当が以下のとおり変更されております。
　　・取締役立川直臣氏は、経営企画室長の兼務を解かれました。
　　・取締役柳本正博氏は、電装・エレクトロニクスカンパニー巻線事業部長の兼務が追加さ
れました。

６．取締役藤田純孝氏は、平成 年３月 日付で日本興亜損害保険株式会社社外監査役を退任
し、同年４月１日付でＮＫＳＪホールディングス株式会社社外取締役に就任しております。

７．当社は、朝日生命保険相互会社との間に融資等の取引があります。また、同社は当社発行
済株式の ％（同社が退職給付信託として信託設定した株式を含む）を保有しておりま
す。古河機械金属株式会社は、当社発行済株式の ％（同社が退職給付信託として信託設
定した株式を含む）を保有しており、当社は同社発行済株式の ％を保有しております。
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富士電機ホールディングス株式会社は、当社発行済株式の ％を保有しており、当社は同
社発行済株式の ％を保有しております。その他の社外取締役および社外監査役の兼職先
との間には、特別の関係はありません。

　各チーフ・オフィサーの所管部門は次のとおりです。

　　

（注）　平成 年４月１日付で、各チーフ・オフィサーの所管部門が以下のとおり変更されてお
ります。

　　　・ＣＭＯの所管部門に、営業情報基盤構築チームが追加されました。
　　　・ＣＳＯの所管部門に、人材育成部およびグループ会社統括部が追加されました。

ＣＭＯ
営業企画部、グループ総合技術展企画室、関西支社、中部支社、九州支社、北海
道支社、東北支社、中国支社

副ＣＭＯ グループ営業推進部

ＣＰＯ 資材部、生産技術部、品質管理推進室、原価低減推進部

ＣＦＯ 経理部

ＣＳＯ 法務部、人事総務部、経営企画室、全社資産運用・企画チーム、経営研究所

ＣＳＲＯ ＣＳＲ推進本部

ＣＴＯ 研究開発本部、知的財産部

【ご参考】当社は執行役員制度を導入しており、上記以外の執行役員は次のとおりです。

氏　　名 地　位　お　よ　び　担　当

進 藤 俊 一
執行役員常務（エネルギー・産業機材カンパニー長兼同カンパニー　エネルギー
事業部長）

中 村 一 則 執行役員常務（ＣＴＯ兼研究開発本部長）

柴 田 光 義 執行役員常務（金属カンパニー長）

服 部 吉 孝
執行役員（エネルギー・産業機材カンパニー副カンパニー長兼同カンパニー産業
機材事業部長兼副ＣＭＯ）

白 澤 　 徹 執行役員（原価低減推進部長）

素 谷 順 二
執行役員（電装・エレクトロニクスカンパニー　エレクトロニクス・コンポーネ
ント事業部長）

上 山 倫 生 執行役員（エネルギー・産業機材カンパニー産業機材事業部ＡＴ製品部長）

田 康 夫 執行役員（関西支社長兼同支社北陸支店長）

安 永 哲 郎 執行役員（中部支社長）
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氏　　名 地　位　お　よ　び　担　当

川 田 健 二 執行役員（金属カンパニー銅箔事業部長兼同事業部総務部長）

信 崎 　 卓
執行役員（電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部長兼同事業部営
業統括部長）

（注）１．執行役員佐野文一氏は、平成 年３月 日付で執行役員を退任いたしました。
２．執行役員の地位および担当が以下のとおり変更されております。
　　・執行役員常務中村一則氏は、平成 年４月１日付で研究開発本部横浜研究所長および

横浜事業所長の兼務が追加されました。
　　・執行役員信崎卓氏は、平成 年４月１日付で自動車部品事業部営業統括部長の兼務を
解かれました。

⑵　当該事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

（注）１．株主総会決議による取締役報酬限度額は年額６億円（使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まず）、監査役報酬限度額は年額 百万円であります。

２．架橋高発泡ポリエチレンシートの取引に関して独占禁止法に違反する行為が
あったとして、公正取引委員会から平成 年３月 日付にて排除措置命令および
課徴金納付命令の処分を受け、代表取締役石原廣司および 田政雄は、報酬の一
部返上を行っております。

３．厳しい決算状況に鑑み、常勤の取締役への報酬支給額は平成 年１月分より減
額されており、常勤の監査役も報酬の一部返上を行っております。さらに、業務
執行取締役の報酬の一部を業績連動分としておりますが、平成 年度から引き続
き、平成 年度の業績連動分についても支給しないことといたしました。

４．上表のほか、第 回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴
う打ち切り支給額の未払残高が、取締役６名に対し 百万円（うち社外取締役
２名に対して２百万円）、監査役３名に対して６百万円（うち社外監査役２名に
対し１百万円）あります。

区　分 人　員 支給額

取締役
（うち社外取締役）

名
（３名）

百万円
（ 百万円）

監査役
（うち社外監査役）

４名
（２名）

　 百万円
（ 百万円）

計
（うち社外役員）

名
（５名）

百万円
（ 百万円）

―　21　―



⑶　社外役員に関する事項

　１）社外役員の主な活動状況

　　①　社外取締役

　　　

氏　名 取締役会出席状況 発言の状況

野 哲 夫 回中 回

非鉄金属メーカーの経営者としての豊富な知識・経験
を有し、主に研究開発やグループ会社の管理、組織等に
関する議案につき、内容を質し、事業運営に関する判断
軸を提示、リスク管理・回避の方策を例示するととも
に、コンプライアンス体制整備に関する提言を行う等、
活発な発言を行っております。

金 子 崇 輔 回中 回

金融機関の経営者を歴任した経験および他社の社外役
員としての幅広い見識等に基づき、主に各種年度計画
や出資、リスクマネジメント等に関する議案につき、内
容を質し、リスク管理・回避に関する提言を行い、また
コンプライアンス体制整備のための措置を求める等、
活発な発言を行っております。

藤 田 純 孝 回中 回

商社の経営者としての豊富な知識・経験から、出資や企
業会計、各種年度計画等の議案につき、方針を質し、グ
ローバル経営の視点での提言を行い、またコンプライ
アンス体制整備のための措置を求める等、活発な発言
を行っております。

　　②　社外監査役

　　　

氏　名
出席状況

発言の状況
取締役会 監査役会

藤 田 　 讓 回中 回 ７回中７回

金融機関の経営者や他社の社外役員としての豊
富な知識・経験に基づき、取締役会においては、
リスク管理や機関投資家としての観点から、主
に決算や組織、リスクマネジメント等に関する
議案につき、内容を質し、またリスクを把握し、
コンプライアンス体制整備に関する提言を行う
等、活発に発言しております。
監査役会においては、コンプライアンス問題へ
の対応、経営資源配分の適正性、会計監査人の監
査および四半期レビュー結果に対する質疑・確
認等について、活発な発言を行っております。
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氏　名
出席状況

発言の状況
取締役会 監査役会

工 藤 　 正 回中 回 ７回中７回

金融機関の経営者を務め、また他社の社外役員
としての幅広い経験や知見を有し、取締役会に
おいては、リスク管理等の観点から、主に出資や
各種年度計画、リスクマネジメント等の議案に
つき、事業における適切な評価軸・観点を提示
し、またコンプライアンス意識の徹底、グループ
全体の管理体制の強化を求める等、活発な発言
を行っております。
監査役会においては、コンプライアンス問題へ
の対応、コーポレートガバナンス、会計監査人の
監査および四半期レビューの結果に対する質
疑・確認等について、活発な発言を行っておりま
す。

　２）責任限定契約の内容の概要

　　　当社は、社外取締役および社外監査役全員との間に、会社法第 条第１項の賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、

金７百万円と法令の定める最低限度額のいずれか高い額です。

４．会計監査人の状況

⑴　会計監査人の名称

　　新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額

　

①　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額

百万円

②　上記①の合計額のうち、公認会計士法第２条第１項の監査業務の報
酬等の額

百万円

③　上記②の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人
としての報酬等の額

　 百万円

　

（注）　当社および当社の子会社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の会計監査
人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法の監査に対する報酬等の額を区分していない
ため、上記②および③の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めておりま
す。
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　なお、当社の重要な子会社のうち、ＦＣＭ株式会社ほか８社は、当社の会計監査

人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を

有する者を含む）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する

外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　会計監査人の解任または不再任の決定の方針について、取締役会および監査役会

は、以下のとおり定めております。

①　取締役会

　会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合、監

査役会の同意を得たうえで、または下記の監査役会の請求に基づき、会計監査人

の解任または不再任を株主総会の目的とする。

②　監査役会

　会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを

請求する。

　また、会計監査人が会社法第 条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき監査役会として、

会計監査人を解任する。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に

招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告する。

５．会社の体制および方針

⑴　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法第 条第４項第６号および会社法施行規則第 条第１項および

第３項に定める「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」につ

いて、次のとおり基本方針を定めております。
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　当社および当社グループは、事業環境や市場の変化に機動的に対応した事業運営

を行い意思決定の迅速化など経営の効率化を追求する一方、以下の方針と体制に

よって、経営の健全性の維持、向上に努め、企業価値の増大を図る。

①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

・「古河電工グループ理念」「古河電工グループ企業行動憲章」「ＣＳＲ行動規範」

を倫理法令遵守の基本理念とし、「コンプライアンスに関する規程」に基づき、

社長が最高責任者となり、中央コンプライアンス委員会を中心として、社内教

育や法令違反の点検などのコンプライアンス活動を推進する。

・コンプライアンス活動の浸透と継続を図るため、各部門のコンプライアンスの

責任者であるカンパニー長、チーフ・オフィサーの下にコンプライアンス総括

とコンプライアンス推進員を設置し、各部門内でのコンプライアンス活動を効

果的に推進する。

・カルテル行為等の再発防止のため、独占禁止法、各国競争法に関する教育・啓

蒙活動を継続し、同業他社との接触、価格決定プロセスに関する統制を強化す

るとともに、定期的に外部専門家の助言を受ける等、監視を徹底する。

・コンプライアンス違反の早期発見と是正を図るため、「内部通報制度」を活用し、

通報があった事案については、通報者保護との調和を図りつつ、中央コンプラ

イアンス委員会が適正かつ迅速に対応し、これらの状況を取締役会へ報告する。

・監査部は、内部監査部門として、各部門の職務執行状況をモニタリングし、コ

ンプライアンス体制を含む内部統制システムが有効に機能しているかを検証

し、これらの結果を経営層へ報告する。

・反社会的勢力に関しては、「古河電工グループ企業行動憲章」第５項で示すよう

に、反社会的勢力には毅然とした態度で対応するとの基本的な考え方に基づき、

「ＣＳＲ行動規範」において具体的な行動指針を定め、人事総務部を統轄部署と

して徹底した対応を行う。
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役会、稟議等の重要な意思決定に係る記録および書類は、法令および「文

書保管規程」その他の社内規程に基づき保管する。

・取締役の職務執行に係るものを含む各種情報については、「情報セキュリティ基

本規程」等の社内規程に基づき管理するとともに、情報資産としての重要性と

保護の必要性の観点からも適正に取扱う。

③　損失の危険（以下「リスク」という）の管理に関する規程その他の体制

・取締役会、稟議等の重要な意思決定を行う際には、当該事案から予測されうる

リスクを資料等に明示し、これらを認識したうえで判断する。会社に重大な影

響を与えるリスクが認識されたときは、その内容と対応策につき、適宜取締役

会へ報告される体制を構築する。

・各業務執行部門におけるリスク管理状況については、監査部の内部監査の対象

とし、その結果を、定期的に取締役会へ報告する。

・「リスク管理基本規程」においてリスク管理体制と管理方法について定めるとと

もに、より体系的で遺漏のないリスク管理体制を構築するため、取締役会の下

に、社長、カンパニー長ならびにチーフ・オフィサーからなるＣＳＲ・リスク

マネジメント委員会を設置し、当社グループの事業運営上のリスク全般を俯瞰

し、その評価と管理方法の妥当性について検証する。

・ＣＳＲ・リスクマネジメント委員会は、各関係会社・社内部門における情報セ

キュリティ体制の整備、地震などの災害時における事業継続計画の策定を推進

するとともに、各種のリスクのうち、品質管理、安全環境などは特別委員会を

設置して、重点的にリスク管理体制を強化する。

④　財務報告の適正性を確保するための体制

・「内部統制基本規程」に基づき、｢古河電工グループ『財務報告に係る内部統制の

整備、評価』に関する基本方針｣（J-SOX対応基本方針）を定めるとともに、構

築・整備・運営・モニタリングの体制と責任を明確にする。

⑤　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・中期経営計画および単年度予算において達成すべき経営目標を具体的に定め、
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カンパニー長およびチーフ・オフィサーは、その達成に向けて職務を遂行し、

達成状況を定期的に取締役会へ報告する。また、この結果は、報酬等の評価に

適正に反映されるものとする。

・取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については、付議基準を詳細かつ具体

的に定めるとともに、「業務執行責任者等の職務権限等に関する規程」により、

カンパニー長およびチーフ・オフィサーの職務権限と担当業務分掌の明確性を

確保する。

・部門長の職務分掌についても、「基本職務分掌規程」および「職務上の責任と権

限に関する規程」に基づき、組織変更等に対応して、常に見直しがなされる仕

組みを構築する。

⑥　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・「グループ経営管理規程」に基づき、子会社毎の管理責任者を定め、経営状況の

把握および子会社に対する経営指導を行うとともに、一定の事項については、

当社の承認を要するものとする。

・グループ内関係会社を統合的に管理・支援する組織として、「グループ会社統括

部」を設置し、子会社管理の方針策定を行うとともに、コーポレートガバナン

ス強化等のための助言、指導を行う。

・主要な子会社へは、非常勤役員等を派遣し、コンプライアンスやリスク管理等

を含む経営全般についてのモニタリングを行うほか、監査部は、親会社監査部

門の立場からの子会社監査を実施する。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

・監査役から補助使用人の設置を求められた場合は、監査役と協議のうえ適任者

を配置する。

・補助使用人は監査役付の発令を受け、監査役の指揮命令に従い監査役業務の補

助および監査役会の運営の補助を行う。

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・補助使用人は、「監査役補助使用人の取扱い内規」により、取締役からの独立性
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が保障され、異動、考課、懲戒等については監査役の同意を要するものとする。

⑨　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

・監査役が監査のために必要と判断する会議および資料については、常時出席、

閲覧が可能な体制を維持する。

・内部統制の構築・運営状況、コンプライアンスの状況、リスク管理の状況につ

いては、取締役または担当部署の責任者が、適宜監査役へ報告する。

・取締役および担当部署責任者は、「会社に著しい損害を及ぼす事実」または「取

締役の法令・定款に違反する重大な事実」を発見したとき、「内部通報制度によ

る通報内容」の調査を実施したとき、「行政当局等からの指摘、処分等」を受け

たときは、速やかに監査役へ報告する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

・監査役会の監査方針・監査計画は、取締役会の報告事項とし社内に周知徹底す

るとともに、監査状況についても、定期的に社長および取締役会が報告を受け

る。

・監査役監査基準を取締役および従業員に周知し、監査役監査の重要性等につい

ての社内の認識・理解を深める。

・内部監査部門の強化を図り、監査役との連携を密にする。

・その他監査役からの監査役監査の実効性確保等についての要請があった場合

は、取締役および使用人は誠実に対応する。

　（注）　以上は平成 年４月８日開催の取締役会で決議した内容ですので、当期末現在での基本方
針については、当社ホームページ（http://www furukawa co jp/）をご参照ください。

⑵　会社の支配に関する基本方針

［１］当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、平成 年３月９日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を

次のとおり定めております。
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　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

　もっとも当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社

を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定される

べきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最

終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。

　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式

の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主が買付の条件等について検討し

たり、当社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しない

もの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉

を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもありえます。

　このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務及び

事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断します。

［２］基本方針の実現に資する取組み

　当社では、多数の株主および投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続してい

ただくため、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、

以下のような施策を実施しております。これらの取組みは、上記［ ］の基本方針の

実現にも資するものと考えております。

　当社グループは、「世紀を超えて培ってきた素材力を核として、絶え間ない技術革

新により、真に豊かで持続可能な社会の実現に貢献する」ことを基本理念とし、「技

術革新を志向し、創造的で世界に存在感のある高収益な企業グループへ」というグ

ループビジョンを掲げております。

　当社では、平成 年３月に中期経営計画「イノベーション 」を策定し、重点分

野とする自動車部品・電子部品・フォトニクスネットワーク・環境の４分野と海外

市場の開拓に重点的に取り組み、トップシェア商品の育成につとめるほか、資産効

率の向上とグループ経営体制の見直しをすすめ、攻めの経営戦略を展開してまいり
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ました。その後世界的な景気後退や資源価格の大幅な変動などにより上記策定時か

ら経営環境が大きく異なってきたことから、平成 年 月には今後の事業の方向性

を一部見直ししたうえで、引き続き各事業分野において伸びる市場・商品の開拓に

つとめてまいりました。

　そして、今般、当社グループの総合力の強化とさらなる発展を期し、中期的な展

望を確立するためにこれまでの経緯を踏まえて議論を積み重ね、新たな中期経営計

画「ニューフロンティア 」を策定しました。

　「１ 企業集団の現況に関する事項」に記載のとおり、「ニューフロンティア 」

は、当社にとっての新市場・新事業で成長するとともに、変化に強い経営を目指し、

上述の基本理念およびグループビジョンを実現していくことを今後３年間のビジョ

ンとして掲げており、事業ポートフォリオ再編と新事業育成、組織風土の改革およ

び財務体質の改善を実行してまいります。

［３］　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み

　当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし

て、平成 年６月 日開催の第 回定時株主総会でご承認をいただき、買収防衛策

として「当社株式等の大規模買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）」

を導入しました。

　本プランは、当社株式の大規模買付が行われる場合の手続きを明確にし、株主の

皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保したり、買付者との交渉の

機会を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向

上させることを目的としており、その概要は次のとおりです。

　当社の発行済株式総数の ％以上となる株式の買付または公開買付を実施しよう

とする買付者には、必要な情報を当社に提出していただき、当該大規模買付行為は

取締役会による評価期間（大規模買付行為の方法により、買付者からの必要情報の

提供後 日または 日とします。）経過後にのみ開始されるものとし、買付者が本プ
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ランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう

買付であると取締役会が判断した場合、例外的に対抗措置の発動（大規模買付者等

による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等）を

取る場合があります。ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立

している社外監査役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員

会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対

抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、

第三者委員会は十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行います。

取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

［４］基本方針の具体的取組みおよび本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

ないことについて

　当社は、上述のとおり、厳しい経営環境の下、伸びる市場・商品の開拓を推進す

るとともに、事業やグループ会社の再編の推進およびコンプライアンス体制のさら

なる強化等に努めてまいりました。これらは当社の業績、経営指標を向上させ、企

業価値の増大、株主共同の利益の向上につなげようとする取組みです。また、本プ

ランについても、次の理由から、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に合致しており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではあり

ません。

１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　　　本プランは、経済産業省および法務省が平成 年５月 日に発表した企業価値・

株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則

を充足しています。

２）株主意思を重視するものであること

　　　本プランは、平成 年６月開催の第 回定時株主総会においてご承認いただき

導入したもので、株主の皆様のご意思が反映されたものとなっております。
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３）当社取締役の任期は１年とされていること

　　　当社は、取締役の任期を１年としており、経営陣の株主の皆様に対する責任を

より明確なものとしております。また、本プランは、当社の株主総会で選任され

た取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、本プランはその時点で廃止されるものとしていることから、取締役の選

任議案に関する議決権の行使を通じて、本プランに対する株主の皆様の意思を反

映させることが可能となっております。 

４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　　　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性

の高い社外者のみから構成される第三者委員会により行われることとされていま

す。

　　　また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされてお

り、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行わ

れる仕組みが確保されています。なお、第三者委員会の委員は、次の３名です。

　　　・田﨑雅元（川崎重工業㈱相談役）

　　　・松尾邦弘（弁護士、元検事総長）

　　　・工藤　正（中央不動産㈱特別顧問、当社社外監査役）

５）合理的な客観的要件の設定

　　　本プランにおける対抗措置の発動は、合理的な客観的要件が充足されなければ

発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止す

るための仕組みを確保しているものといえます。

　（注）　本プランは平成 年６月開催予定の第 回定時株主総会の終結時をもって有効期間満了と
なりますので、同総会において本プランの更新を提案いたします（第 回定時株主総会招集
ご通知ご参照）。

以　上

（注）　本書中に記載の金額は、表示単位未満の端数を百万円単位の場合は

　　切り捨て、億円単位の場合は四捨五入して表示しております。
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　連結貸借対照表 （平成 年３月 日現在）　

科　　　　目

（資　産　の　部）
流　動　資　産
　 現 金 及 び 預 金
　 受取手形及び売掛金
　 有 価 証 券
　 商 品 及 び 製 品
　 仕 掛 品
　 原材料及び貯蔵品
　 繰 延 税 金 資 産
　 そ の 他
　 貸 倒 引 当 金
　 　
固　定　資　産
　有形固定資産
　 建 物 及 び 構 築 物
　 機械装置及び運搬具
　 工具、器具及び備品
　 土 地
　 リ ー ス 資 産
　 建 設 仮 勘 定
　 減 価 償 却 累 計 額
　 　
　無形固定資産
　 の れ ん
　 そ の 他
　 　
　投資その他の資産
　 投 資 有 価 証 券
　 出 資 金
　 長 期 貸 付 金
　 繰 延 税 金 資 産
　 そ の 他
　 貸 倒 引 当 金
　 　

資　産　合　計

金　　　額
百万円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

△　　 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

△　 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

△　　 　
　
　

科　　　　目

（負 債 の 部）
流　動　負　債
支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
社 債
未 払 法 人 税 等
繰 延 税 金 負 債
製 品 補 償 引 当 金
独占禁止法関連損失引当金
そ の 他
　

固　定　負　債
社 債
長 期 借 入 金

　 繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
環 境 対 策 引 当 金

　 そ の 他
負　債　合　計

　
（純 資 産 の 部）

株　主　資　本
資 　 本 　 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
　

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
為替換算調整勘定
　

少数株主持分
純 資 産 合 計

負債及び純資産合計

金 額
百万円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

△　　　　 　
　
　
　
　

△　　 　
　
　
　
　

　（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。
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連 結 損 益 計 算 書 （平成 年４月１日から平成 年３月 日まで）

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。

科 目 金 額

　　売 上 高
百万円 百万円

　　売 上 原 価
　　売 上 総 利 益
　　販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
　　営 業 利 益
　　営 業 外 収 益
　　　　受 取 利 息 及 び 配 当 金
　　　　為 替 差 益
　　　　持 分 法 に よ る 投 資 利 益
　　　　そ の 他
　　営 業 外 費 用
　　　　支 払 利 息
　　　　そ の 他
　　経 常 利 益 　
　　特 別 利 益
　　　　投 資 有 価 証 券 売 却 益
　　　　貸 倒 引 当 金 戻 入 額
　　　　そ の 他
　　特 別 損 失
　　　　固 定 資 産 処 分 損
　　　　減 損 損 失
　　　　事 業 構 造 改 革 費 用
　　　　独占禁止法関連損失引当金繰入額
　　　　そ の 他
　　税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　
　　法人税、住民税及び事業税
　　法 人 税 等 調 整 額 △　　
　　少 数 株 主 損 失（△） △　　　　
　　当 期 純 利 益 　
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連結株主資本等変動計算書 （平成 年４月１日から平成 年３月 日まで）
（単位：百万円） 

株　主　資　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 年３月 日　残高 △ 
連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　
　剰余金の配当 　 　 △ 　 △ 
　新株予約権行使 　 　
　株式交換による減少 　 △ 　
　当期純利益 　 　 　
　連結子会社の増加に伴う増加高 　 　 　
　連結子会社の増加に伴う減少高 　 　 △ 　 △ 
　在外子会社退職給付戻入額 　 　 　
　自己株式の取得 　 　 　 △  △ 
　自己株式の処分 　 △ 
　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額（純額） 　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計
平成 年３月 日　残高 △ 

（単位：百万円） 

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。

評価・換算差額等
少数株主
持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成 年３月 日　残高 △ △ △ 
連結会計年度中の変動額
　剰余金の配当 △ 
　新株予約権行使
　株式交換による減少
　当期純利益
　連結子会社の増加に伴う増加高
　連結子会社の増加に伴う減少高 △ 
　在外子会社退職給付戻入額
　自己株式の取得 △ 
　自己株式の処分
　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額（純額） △ 

連結会計年度中の変動額合計 △ 
平成 年３月 日　残高 △ 
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連結注記表
【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記】
Ⅰ．連結の範囲に関する事項
　１．連結子会社の数　　　　　　　　　　　 社

主要な連結子会社の名称
古河スカイ㈱、日本製箔㈱、理研電線㈱、古河電池㈱、FCM㈱、OFS Fitel LLC等。
Minda Furukawa Electric Private Ltd 、FURUKAWA ELECTRIC HONG KONG LTD 、
古河電工（上海）有限公司はそれぞれ重要性が増したため、当連結会計年度より連結子会社
とした。LEAR FURUKAWA CORPORATIONは持分が増加したため、当連結会計年度よ
り連結子会社とした。古河マグネットワイヤ㈱は新設されたため、当連結会計年度より連結
子会社とした。
また、エフコ㈱は当社との合併、㈱エフアイ・テクノは㈱古河電工エンジニアリングサー

ビスとの合併、FURUKAWA AMERICA INC はFURUKAWA ELECTRIC NORTH 
AMERICA APD INC との合併、古河総合設備㈱は、富士電機Ｅ＆Ｃ㈱及び富士電機総設㈱
との合併、Trocellen Romania S r l は清算により消滅した。サンサニー工業㈱は、売却に
より連結の範囲から除外している。
LEAR FURUKAWA CORPORATIONはFurukawa Lear Corporationに、㈱古河電工エン
ジニアリングサービスは㈱古河電工アドバンストエンジニアリングに、FURUKAWA 
ELECTRIC NORTH AMERICA APD INC はAmerican Furukawa Inc に、FURUKAWA 
GP AUTO PARTS(HK)LTD はFURUKAWA AUTO PARTS(HK)LTD に社名変更した。

　２．非連結子会社
Furukawa Electric Institute of Technology Co  Ltd 等。
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、その総資産・売上高・損益及び利益剰余金の額のいずれにおいても小規

模であり全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためである。

Ⅱ．持分法の適用に関する事項
　１．持分法適用会社の数　　　　　　　　　　 社

主要な持分法適用会社の名称
㈱ビスキャス、東京特殊電線㈱、原子燃料工業㈱等。
LEAR FURUKAWA CORPORATIONは連結の範囲に含めたため、上海金亭汽車線束有

限公司は売却により、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外している。MBK 
Furukawa Sistemas S A はFURUKAWA INDUSTRIAL S A  PRODUTOS ELETRICOS
との合併により消滅した。
富士古河Ｅ＆Ｃ㈱は古河総合設備㈱と富士電機Ｅ＆Ｃ㈱及び富士電機総設㈱の合併によ

り、韶関市陽之光鋁箔有限公司、乳源東陽光精箔有限公司は持分の取得により、当連結会計
年度より持分法を適用した。

　２．持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
雲南銅業古河有限公司等。
（連結の範囲から除いた理由）
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、その損益及び利益剰余金の額の
いずれにおいても小規模であり全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない
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ためである。

Ⅲ．重要な会計方針
　１．有価証券の評価基準及び評価方法

⑴満期保有目的債券………………………主に償却原価法
⑵その他有価証券
　　　　　時価のあるもの………………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は主として全部純資産直入法により処
理し、売却原価は主として移動平均法により算定）

　　　　　時価のないもの………………主として移動平均法による原価法
　２．デリバティブの評価基準及び評価方法…時価法
　３．たな卸資産の評価基準及び評価方法……主として総平均法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　４．固定資産の減価償却の方法
⑴有形固定資産（リース資産を除く）…定率法と定額法による。
⑵無形固定資産（リース資産を除く）…定額法による。
⑶リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産………………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同

一の方法を採用している。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産………………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成 年３月 日以前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっている。

　５．繰延資産の処理方法
⑴株式交付費………………………………支出時に全額費用として処理している。
⑵社債発行費………………………………支出時に全額費用として処理している。

　６．重要な引当金の計上基準
⑴貸倒引当金………………………………金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては主に貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上している。

⑵退職給付引当金…………………………従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込み額
に基づき、当連結会計年度末において発生してい
ると認められる額を計上している。

　　　（会計方針の変更）
　　　　当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準
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第 号　平成 年７月 日）を適用している。
　　　　数理計算上の差異を翌期から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響はない。
　　　　また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は 百万

円である。
⑶役員退職慰労引当金……………………連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し
ている。

⑷製品補償引当金…………………………製品の品質に関する補償費用の支出に備えるた
め、今後必要と見込まれる金額を計上している。

⑸環境対策引当金…………………………ポリ塩化ビフェニル(PCB) の撤去や土壌改良工事
等の環境関連費用の支出に備えるため、今後発生
すると見込まれる金額を計上している。

⑹独占禁止法関連損失引当金……………当連結会計年度末において、情報通信関連事業で
の独占禁止法に係る課徴金の支払に備えるため、
支払い見込み額を計上している。

　７．ヘッジ会計の方法
⑴ヘッジ会計の方法………………………繰延ヘッジ処理を採用している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、為替予約について振当処理の要件を満たし

ているものは振当処理を、金利スワップについて
特例処理の要件を満たしているものは特例処理を
採用している。

⑵ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　　金利スワップ…………………借入金
　　　　　為 替 予 約…………………外貨建売掛債権、外貨建買入債務等
　　　　　地金先物取引…………………原材料、仕掛品
⑶ヘッジ方針………………………………借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、

為替変動及び原材料価格変動等のリスクを回避す
ることを目的としてヘッジを行っている。

⑷ヘッジ有効性評価の方法………………ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー
変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、その基礎数値の
価格に起因する部分以外の部分を除外した変動額
の比率によって有効性を評価している。

　８．消費税等の会計処理方法…………………税抜処理を採用している。
　９．連結子会社の
　　　 資産及び負債の評価に関する事項……全面時価評価法を採用している。
　 ．のれん及び負ののれんの
　　　　償却に関する事項………………………原則として５年間で均等償却を行っており、効果

の発現する期間を合理的に見積ることが可能なも
のは、その見積り年数によっている。

　 ．連結納税制度の適用………………………連結納税制度を適用している。
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Ⅳ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更
　　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主に請負金額 億円以上かつ工期１年超
の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、
「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 号　平成 年 月 日）及び「工事契約に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 号　平成 年 月 日）を当連結会計
年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗部分
について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは
主に原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。
これに伴う売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微で

ある。
【連結貸借対照表に関する注記】
　１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりである。
現金及び預金　　　　　　　　　　　　  百万円
建物及び構築物　　　　　　　　　　 百万円
機械装置及び運搬具　　　　　　　　  百万円
工具器具備品　　　　　　　　　　　　  百万円
土地　　　　　　　　　　　　　　    百万円
投資有価証券　　　　　　　　　　　　　 百万円
合計　　　　　　　　　　　　　　　 百万円

担保付債務は以下のとおりである。
短期借入金　　　　　　　　　　　　  百万円
１年内償還予定の社債　　　　　　　　　 百万円
流動負債その他　　　　　　　　　　　　 百万円
社債　　　　　　　　　　　　　　　　　 百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　 百万円
固定負債その他　　　　　　　　　　　　　 百万円
合計　　　　　　　　　　　　　　　  百万円

　２．受取手形割引高及び裏書譲渡高
受取手形割引高　　　　　　　　　　　　 百万円
受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　 百万円

　３．偶発債務
保証債務額　　　　　　　　　　　　 百万円
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
　１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する
事項

前連結会計
年度末株式数
（千株）

当連結会計
年度増加株式数
（千株）

当連結会計
年度減少株式数
（千株）

当連結会計
年度末株式数
（千株）

発行済株式

　普通株式 －

　合計 －

自己株式

　普通株式 　 　　　　

　合計 　 　　　　

普通株式の自己株式の株式数の増減は、単元未満株式の買取請求による取得（ 株）
および単元未満株式の買増請求による売渡（ 株）のほか、旭電機㈱との株式交換におけ
る当社株式の割当（ 株）による。

　２．新株予約権に関する事項
該当事項はない。

　３．配当に関する事項
①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

平成 年６月 日
定時株主総会 普通株式 平成 年３月 日 平成 年６月 日

平成 年 月６日
取締役会 普通株式 平成 年９月 日 平成 年 月４日

②当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成 年６月 日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 平成 年３月 日 平成 年６月 日
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【金融商品関係】
　１．金融商品の状況に関する事項
　　　　当社グループは、資金運用については元本割れのない安全な運用を行うことを基本とし、銀

行等金融機関からの借入や社債発行により必要な資金を調達している。デリバティブ取引に
ついては投機目的では行わないものとしている。

　　　　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っ
ている。有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて
いるが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っている。

　　　　支払手形及び買掛金は、ほとんど 年以内の支払期日である。
　　　　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、このうち長期借入金の一部は、金利変動

リスクに対して金利スワップ取引をヘッジ手段として利用している。
　　　　デリバティブ取引の実行・管理については、社内関連規程に従って行っている。
　２．金融商品の時価等に関する事項
　　　　平成 年３月 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりである。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額(* ) 時価 差額

⑴現金及び預金 　 　 －
⑵受取手形及び売掛金 －
⑶有価証券及び投資有価証券
　①満期保有目的の債券 　　　　 　　　　 　　　　　　　
　②その他有価証券 　 　 －
　③非連結子会社及び関連会社株式 　　 　　 　　　

資産計 　　　

⑴支払手形及び買掛金 （ ） （ ） －
⑵短期借入金 （ ） （ ） －
⑶社債 　（ ） 　（ ） 　　△　
⑷長期借入金 （ ） （ ） △　

負債計 （ ） （ ） △　

デリバティブ取引（* ）
　①ヘッジ会計が適用されていないもの 　　　　　（ ） 　　　　　（ ） －
　②ヘッジ会計が適用されているもの 　　 　　 －

デリバティブ取引計 　　 　　 －

（* ）　負債に計上されているものについては、（　）で示している。
（* ）　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（　）

で示している。
（注１）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
　資　産
　⑴　現金及び預金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
　⑵　受取手形及び売掛金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。一部の売掛金は為
替予約等の振当処理の対象とされており（下記「デリバティブ取引」②参照）、円貨建売掛金とみて当該帳簿価額を以って時
価としている。

　⑶　有価証券及び投資有価証券
　　　これらの時価の算定は、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に
よっている。
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　負　債
　⑴　支払手形及び買掛金
　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。一部の買掛金は為
替予約等の振当処理の対象とされており（下記「デリバティブ取引」②参照）、円貨建買掛金とみて当該帳簿価額を以って時
価としている。

　⑵　短期借入金
　　　短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
　⑶　社債
　　　社債の時価の算定は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存
期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定している。

　⑷　長期借入金
　　　長期借入金の時価の算定は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により
算定している。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処
理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される合理的に見積られる利率で割り引いた現在価値により算定
している。

　デリバティブ取引
　　①　ヘッジ会計が適用されていないもの
　　　　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契

約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりである。

　　　

通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっている。） （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 契約額等のうち１年超 時価 評価損益

市場取引以外の取引 為替予約取引
売建 － 　　　 　　　
買建 　　　 － 　　△　 　　△　

合計 － 　　　 　　　

　　　

商品関連（時価の算定方法は、商品先物相場を使用している。） （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 契約額等のうち１年超 時価 評価損益

市場取引 先物取引
売建 － △　 △　
買建 － 　　　　 　　　　

合計 － △　 △　
　　②　ヘッジ会計が適用されているもの
　　　　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約に

おいて定められた元本相当額等は、次のとおりである。
（単位：百万円）

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ取引の
種類等 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価 当該時価の算定方法

原則的処理方
法

為替予約取引
先物為替相場によって
いる。売建 売掛金 　　 － 　△　

買建 買掛金 　　 － 　　　

為替予約等の
振当処理

為替予約取引

（* ）売建 売掛金 　　 －

買建 買掛金 　　 －

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引

（* ）
受取固定・支払変動 長期借入金 　　 　

支払固定・受取変動 長期借入金 　

受取変動・支払変動 長期借入金 　　 　

原則的処理方
法

地金先物取引
地金先物相場によって
いる。売建 原材料、仕掛品 　　　　 － △　

買建 原材料、仕掛品 　 　 　

合計 　
（* ）　為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されるため、そ
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の時価は、当該売掛金及び当該買掛金の時価に含めて記載している（上記「資産」⑵及び「負債」⑴参照）。
（* ）　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している（上記「負債」⑷参照）。
（注２）　非上場株式（非連結子会社及び関連会社株式を含む）（連結貸借対照表計上額 百万円）は、市場価格がなく、かつ

将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑶有価証券及
び投資有価証券　その他有価証券」及び「⑶有価証券及び投資有価証券　非連結子会社及び関連会社株式」には含めてい
ない。

【賃貸等不動産関係】
　１．賃貸等不動産の状況に関する事項
　　　　当社及び一部子会社では、東京都その他地域において賃貸可能な土地やオフィスビル等を

有している。
　２．賃貸等不動産の時価等に関する事項

（単位：百万円）

（注）　１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。
　　　２．当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自

社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）及び一定の評価額や適切に市場を反映していると考え
られる指標に基づく金額等である。

連結貸借対照表計上額 時価

【１株当たり情報に関する注記】
　１．１株当たり純資産額　　　　　　　　　　 円 銭
　２．１株当たり当期純利益　　　　　　　　　 円 銭
【重要な後発事象に関する注記】
　該当事項はない。
【その他の注記】
　該当事項はない。
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　貸 借 対 照 表 （平成 年３月 日現在）　

科 目

（資　産　の　部）
流　動　資　産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
未 収 法 人 税 等
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
　

固　定　資　産
有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 輌 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
　
無形固定資産
の れ ん
ソ フ ト ウ ェ ア
施 設 利 用 権
特 許 権
そ の 他

　
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関係会社長期貸付金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
資　産　合　計

金　　　額
百万円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

△　　 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

△　　 　
　

科 目

（負 債 の 部）
流　動　負　債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
社 債
未 払 金
未 払 費 用
前 受 金
預 り 原 料
独占禁止法関連損失引当金
製 品 補 償 引 当 金
環 境 対 策 引 当 金
設 備 関 係 支 払 手 形
そ の 他
　

固　定　負　債
社 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
環 境 対 策 引 当 金
そ の 他
負　債　合　計

　
（純 資 産 の 部）

株　主　資　本
資　　本　　金
資 本 剰 余 金
　 資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
　 そ の 他 利 益 剰 余 金
　 　固定資産圧縮積立金
　繰 越 利 益 剰 余 金

自　己　株　式
　

評価・換算差額等
　 その他有価証券評価差額金
　 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

　
　
　
　

純 資 産 合 計
負債及び純資産合計

金　　　額
百万円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

△　　　　 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。
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　損　益　計　算　書 （平成 年４月１日から平成 年３月 日まで）　

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。

科 目 金 額

　　売 上 高
　百万円 百万円

　　売 上 原 価
　　売 上 総 利 益
　　販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
　　営 業 損 失（△） △　　
　　営 業 外 収 益 　
　　　　受 取 利 息 及 び 配 当 金 　
　　　　そ の 他
　　営 業 外 費 用 　
　　　　支 払 利 息
　　　　そ の 他
　　経 常 利 益
　　特 別 利 益 　
　　　　固 定 資 産 処 分 益
　　　　投 資 有 価 証 券 売 却 益
　　　　抱 合 わ せ 株 式 消 滅 差 益
　　　　そ の 他
　　特 別 損 失 　
　　　　固 定 資 産 処 分 損
　　　　関 係 会 社 株 式 評 価 損
　　　　減 損 損 失
　　　　独占禁止法関連損失引当金繰入額
　　　　そ の 他
　　税 引 前 当 期 純 利 益
　　法人税、住民税及び事業税 △　　
　　法 人 税 等 調 整 額 △　　
　　当 期 純 利 益
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株主資本等変動計算書 （平成 年４月１日から平成 年３月 日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

繰越
利益
剰余金

平成 年３月 日　残高 , , － , , , , △ , ,
当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　新株予約権行使 　 　 　 　 　
　株式交換による減少 　 　 　 △ △ , ,
　固定資産圧縮積立金の
　取崩 　 　 　 　 △ － 　 －

　剰余金の配当 　 　 　 　 　 △ , △ , 　 △ ,
　当期純利益 　 　 　 　 　 , , 　 ,
　自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 △ △ 
　自己株式の処分 　 　 　 △ △ 
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  当期変動額合計 － △ △ △ , ,
平成 年３月 日　残高 , , － , , , , △ ,

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示している。

評価・換算差額等
その他有
価証券評
価差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・換
算差額等
合計

純資産
合計

平成 年３月 日　残高 , △ , , ,
当期変動額 　 　 　 　
　新株予約権行使 　 　 　
　株式交換による減少 　 　 　 ,
　固定資産圧縮積立金の
　取崩 　 　 　 －

　剰余金の配当 　 　 　 △ ,
　当期純利益 　 　 　 ,
　自己株式の取得 　 　 　 △ 
　自己株式の処分 　 　 　
　株主資本以外の項目の　
　当期変動額（純額） , , , ,

  当期変動額合計 , , , ,
平成 年３月 日　残高 , , ,
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個別注記表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
　１．有価証券の評価基準及び評価方法
　　　⑴満期保有目的債券………………………償却原価法
　　　⑵子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法
　　　⑶その他有価証券
　　　　　　　　時価のあるもの………………決算日の市場価格等に基づく時価法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）
　　　　　　　　時価のないもの………………移動平均法による原価法
　２．デリバティブの評価基準及び評価方法…時価法
　３．たな卸資産の評価基準及び評価方法……総平均法に基づく原価法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）
　４．固定資産の減価償却の方法
　　　⑴有形固定資産（リース資産除く）……①建物（建物附属設備を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人税法に規定する耐用年数に基づく定額法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②建物（建物附属設備を除く）以外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人税法に規定する耐用年数に基づく定率

法。但し、千葉事業所素材工場、三重事業所素材
工場・伸銅工場、銅管事業部、日光事業所伸銅工
場・銅箔事業部は定額法による。

　　　⑵無形固定資産……………………………自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
る利用可能期間（５年）に基づく定額法。その他は、
法人税法に規定する耐用年数に基づく定額法によ
る。

　　　⑶長期前払費用……………………………均等償却
　　　⑷リース資産（所有権移転外ファイ……

ナンス・リース取引に係るリース
資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法による。なお、リース取引開始日がリース会
計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナン
ス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

　５．繰延資産の処理方法
　　　社債発行費…………………………………支出時に全額費用として処理している。
　６．引当金の計上基準
　　　⑴貸倒引当金………………………………金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収の可能性を検討し、回
収不能見込額を計上している。

　　　⑵退職給付引当金…………………………従業員の退職給付に備えるため、当期末における
退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、
当期末において発生していると認められる額を計
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上している。数理計算上の差異は、各期の発生時に
おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（ 年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌期から費用処理する。

　　　（会計方針の変更）
　　　　当期より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 号　平

成 年７月 日）を適用している。
　　　　数理計算上の差異を翌期から償却するため、これによる営業損失、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響はない。
　　　　また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は 百万

円である。
　　　⑶製品補償引当金…………………………製品の品質に関する補償費用の支出に備えるた

め、今後必要と見込まれる金額を計上している。
　　　⑷環境対策引当金…………………………ポリ塩化ビフェニル（PCB）の撤去や土壌改良工事

等の環境関連費用の支出に備えるため、今後発生
すると見込まれる金額を計上している。

　　　⑸独占禁止法関連損失引当金……………当期末において、情報通信関連事業での独占禁止
法に係る課徴金の支払に備えるため、支払見込み
額を計上している。

　７．収益の計上基準 
　　　　工事契約に係る認識基準は、従来、一部の長期大型工事（工期が１年を超え、かつ請負金額

が原則として 億円以上）については、工事進行基準を採用していたが、当期より「工事契約
に関する会計基準」（企業会計基準第 号　平成 年 月 日）及び「工事契約に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 号　平成 年 月 日）を適用し、平成 年４
月１日以降に着手した工事契約から、当期末までの進捗部分について成果の確実性が認めら
れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは主に原価比例法）を、その他の工
事については工事完成基準を適用している。

　　　　これにより売上高、営業損失、経常利益、及び税引前当期純利益に与える影響はない。
　８．リース取引の処理方法
　　　　リース取引開始日が平成 年４月１日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の売買取引に係る会計処理によっている。なお、リース取引開始日が平成 年３
月 日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理を適用している。

　９．ヘッジ会計の方法
　　　⑴ヘッジ会計の方法………………………繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約に

ついて振当処理の要件を満たしているものは振当
処理を、金利スワップについて特例処理の要件を
満たしているものは特例処理を採用している。

　　　⑵ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　金利スワップ……………………………借入金
　　　　為替予約…………………………………外貨建売掛債権、外貨建買入債務等
　　　　地金先物取引……………………………原材料
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　　　⑶ヘッジ方針………………………………借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、
為替変動及び原材料価格変動等のリスクを回避す
ることを目的としてヘッジを行っている。

　　　⑷ヘッジ有効性評価の方法………………ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー
変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、その基礎数値の
価格に起因する部分以外の部分を除外した変動額
の比率によって有効性を評価している。

　 ．消費税等の会計処理方法…………………税抜処理を採用している。
　 ．連結納税制度の適用………………………連結納税制度を適用している。
【貸借対照表に関する注記】
　１．担保提供資産
　　　担保資産の内容およびその金額
　　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　担保に係る債務の金額
　　　　　短期借入金　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　２．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 百万円
　３．保証債務　　　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　（うち当社負担分　　　　　　　　　　　 百万円）
　４．受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　　　 百万円
　５．関係会社に対する金銭債権
　　　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　　長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　６．関係会社に対する金銭債務
　　　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　　長期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　７．退職給付債務
　　　ａ 退職給付債務　　　　　　　　　　　△ 百万円
　　　ｂ 年金資産　　　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　ｃ 未積立退職給付債務（ａ＋ｂ）　　　△ 百万円
　　　ｄ 未認識数理計算上の差異　　　　　　　 百万円
　　　ｅ 退職給付引当金（ｃ＋ｄ）　　　　　△ 百万円
【損益計算書に関する注記】
　１．関係会社との取引高の総額
　　　　関係会社に対する売上高　　　　　　　 百万円
　　　　関係会社からの仕入高等　　　　　　　 百万円
　　　　関係会社との営業取引以外の取引高　　　　 百万円
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【株主資本等変動計算書に関する注記】
　自己株式に関する事項

　　
株式の種類 前 期 末 増 加 減 少 当 期 末
普 通 株 式 株 株 株 株

　　　　当期における増加は、単元未満株式の買取請求による取得（ 株）であり、減少は、
単元未満株式の買増請求による売渡（ 株）のほか、旭電機㈱との株式交換における当社
株式の割当（ 株）による。

【税効果会計に関する注記】
　１．繰延税金資産
　　　　　貸倒引当金損金算入限度超過額　　　　　　　 百万円
　　　　　賞与引当金損金算入限度超過額　　　　　　　 百万円
　　　　　退職給付引当金損金算入限度超過額　　　　 百万円
　　　　　関係会社株式評価損　　　　　　　　　　　 百万円
　　　　　固定資産の減損損失　　　　　　　　　　　　 百万円
　　　　　税務上の繰越欠損金　　　　　　　　　　　 百万円
　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 百万円　　　　
　　　　　　　　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　 百万円
　　　　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　△　 百万円　　　　
　　　　　　　　　繰延税金資産合計　　　　　　　　 百万円
　２．繰延税金負債
　　　　　固定資産圧縮積立金　　　　　　　　　　△　　 百万円
　　　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　△　 百万円
　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　△　　 百万円　　　　
　　　　　　　　　繰延税金負債合計　　　　　　　△　 百万円　　　　
　　　　　繰延税金資産の純額　　　　　　　　　　　　 百万円
【リースにより使用する固定資産に関する注記】
　貸借対照表上に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している資産として、ＯＡ機
器、試験測定装置等がある。
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【関連当事者との取引】
　⑴当社の子会社及び関連会社等

（注）　１．製品の販売及び購入については、市場価格などを勘案した上で、一般の取引条件と同様に決定している。
　　　２．資金の貸付条件については、市場金利などを勘案した上で、両者の協議の上決定している。

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社

古河ＡＳ㈱ （所有）　　
直接　 当社製品の製造

製品の購入 買掛金 　

債務保証 　 － －

古河産業㈱ （所有）　　
直接　 当社製品の販売 製品の販売 売掛金

古河エレコム㈱ （所有）　　
直接　 当社製品の販売 製品の販売 売掛金 　

古河ファイナンス・アン
ド・ビジネス・サポート㈱

（所有）　　
直接　

当社及び国内関係会社の
貸付等の財務支援及び
ファクタリング

ファクタリング
取引 買掛金

グループファイ
ナンス取引 　 短期貸付金 　

関連会社 ㈱ビスキャス （所有）　　
直接　 当社より原材料を供給 債務保証 　 － －

【１株当たり情報に関する注記】
　１．１株当たり純資産額　　　　　　 円 銭
　２．１株当たり当期純利益　　　　　　　円 銭
【重要な後発事象に関する注記】
　当社巻線事業の子会社への承継
　　当社は、平成 年４月１日に巻線事業部門を、古河マグネットワイヤ株式会社（当社所有割
合 ％、平成 年４月 日設立、以下「古河マグネットワイヤ」）に承継させる会社分割を
行った。また、古河マグネットワイヤは理研電線㈱（当社所有割合 ％）からも会社分割によ
る当該事業及びステンレス鋼線事業の承継を行った。

【その他の注記】
　該当事項はない。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成 年５月７日

古河電気工業株式会社
　取締役会御中

新日本有限責任監査法人　
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　黒 澤 誠 一　○印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　鈴 木 　 聡　○印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　村 山 　 孝　○印

　当監査法人は、会社法第 条第４項の規定に基づき、古河電気工業株式会社の平成 年
４月１日から平成 年３月 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この
連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理
的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結
計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、古河電気工業株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成 年５月７日

古河電気工業株式会社
　取締役会御中

新日本有限責任監査法人　
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　黒 澤 誠 一　○印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　鈴 木 　 聡　○印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　村 山 　 孝　○印

　当監査法人は、会社法第 条第２項第１号の規定に基づき、古河電気工業株式会社の平成
年４月１日から平成 年３月 日までの第 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を
行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独
立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がない
かどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、
監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及
び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成 年４月１日から平成 年３月 日までの第 期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部
監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況につきましては、重点
的監査項目の一つとして設定し、監視及び検証いたしました。

　　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及
び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　事業報告に記載されている会社法施行規則第 条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取
締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（平成 年 月 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。
　　三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する取締役の職務の執行についても、財務報告に関する内部統制を含め、指摘すべき事項は認められま
せん。

　　四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に
ついては、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第 条第３号
ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、
当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　　　　　なお、事業報告に記載のとおり、当社は昨年６月に電気通信事業者向け光ファイバケーブルおよび同関
連製品の取引について、更に本年２月には自動車用ワイヤハーネスおよび同関連製品の取引について、そ
れぞれ独占禁止法に違反している疑いがあるとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けております。
また、当社子会社である古河エレコム株式会社は、昨年 月に建設・電販向け電線・ケーブルの取引につ
いて独占禁止法に違反している疑いがあるとして、同委員会の立ち入り検査を受けました。これらの件に
関しましては、当該事業年度末時点において同委員会からの処分等はまだなされておりませんが、同業者
との会合参加等におけるルールの再徹底等の統制の強化や独占禁止法を含むコンプライアンスに関する
教育・啓発活動、モニタリングの強化等の再発防止策を現在講じていることを確認しており、今後ともコ
ンプライアンス体制の実効性を最重点課題として監査に努めてまいります。

　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　　平成 年５月７日

古河電気工業株式会社　監査役会
常勤監査役　　　　小 川 博 正　○印
常勤監査役　　　　伊 藤 隆 彦　○印
社外監査役　　　　藤 田 　 讓　○印
社外監査役　　　　工 藤 　 正　○印

以　上
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株　主　総　会　参　考　書　類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の配当の件

　　当社では、株主の皆様に安定的に配当することを基本としながら、長期的視野に

立って今後の収益動向を見据えつつ、将来の事業展開に見合った配当を行うことを

基本方針としております。

　　当期の期末配当につきましては、当期の業績をふまえ、財務体質をさらに強化す

るとともに今後の成長を見据えた設備投資や研究開発投資を行っていく必要がある

ことなど諸般の事情を勘案し、次のとおり 株につき２円 銭とさせていただきたい

と存じます。これにより、中間配当金２円 銭を加えた年間配当金は、 株につき

５円となります。

　⑴　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 株につき金２円 銭　総額 円

　⑵　剰余金の配当が効力を生じる日

平成 年６月 日
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第２号議案　取締役 名選任の件

　取締役全員（ 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役

名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略歴、地位および担当
＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

石
いし

原
はら

廣
ひろ

司
し

昭和 年８月１日生

昭和 年４月　日本電信電話公社入社
平成６年６月　日本電信電話株式会社取締役
平成８年６月　同社常務取締役
平成 年１月　同社常務取締役退任
　同　年同月　当社入社顧問
　同　年６月　当社専務取締役
平成 年６月　当社取締役社長、ＣＯＯ
平成 年３月　当社取締役社長、ＣＥＯ兼ＣＯＯ
平成 年６月　当社取締役会長、ＣＥＯ
平成 年６月　当社取締役会長
　　　　　　　現在に至る

株

よし

田
だ

政
まさ

雄
お

昭和 年２月５日生

昭和 年４月　当社入社
平成 年６月　当社取締役
平成 年６月　当社執行役員常務
平成 年６月　当社常務取締役兼執行役員常務
平成 年６月　当社専務取締役兼執行役員専務
平成 年６月　当社取締役社長、ＣＯＯ
平成 年６月　当社取締役社長
　　　　　　　現在に至る

株

よし

野
の

哲
てつ

夫
お

昭和 年 月 日生

昭和 年４月　古河鉱業株式会社入社
　　　　　　　（現　古河機械金属株式会社）
平成９年６月　同社取締役
平成 年６月　同社常務取締役
平成 年６月　同社取締役社長
平成 年６月　当社社外取締役
　　　　　　　現在に至る
平成 年６月　古河機械金属株式会社取締役会長
平成 年６月　同社相談役
　　　　　　　現在に至る
＊古河機械金属株式会社相談役

株
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候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略歴、地位および担当
＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

金
かね

子
こ

崇
たか

輔
すけ

昭和 年９月 日生

昭和 年４月　株式会社第一銀行入行
平成６年６月　株式会社第一勧業銀行取締役
平成７年５月　同行常務取締役
平成９年５月　同行専務取締役
　同　年６月　同行取締役副頭取
平成 年４月　同行取締役副頭取退任
　同　年同月　第一勧業証券株式会社取締役社長
平成 年 月　みずほ証券株式会社取締役会長
平成 年 月　同社取締役会長退任
平成 年６月　株式会社神戸製鋼所社外監査役
　　　　　　　現在に至る
　同　年同月　清和興業株式会社顧問
　　　　　　　（現　清和綜合建物株式会社）
平成 年４月　清和興業株式会社特別顧問
平成 年６月　当社社外取締役
　　　　　　　現在に至る
平成 年９月　清和綜合建物株式会社特別顧問退

任
＊株式会社神戸製鋼所社外監査役

株
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候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略歴、地位および担当
＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

藤
ふじ

田
た

純
すみ

孝
たか

昭和 年 月 日生

昭和 年４月　伊藤忠商事株式会社入社
平成７年６月　同社取締役
平成９年４月　同社常務取締役
平成 年４月　同社専務取締役
平成 年４月　同社取締役副社長
平成 年４月　同社取締役副会長
平成 年６月　株式会社オリエントコーポレー

ション社外取締役
　　　　　　　現在に至る
平成 年６月　伊藤忠商事株式会社相談役
　　　　　　　現在に至る
　同　年同月　当社社外取締役
　　　　　　　現在に至る
　同　年同月　日本興亜損害保険株式会社社外監

査役
平成 年６月　日本板硝子株式会社社外取締役
　　　　　　　現在に至る
平成 年３月　日本興亜損害保険株式会社社外監

査役退任
　同　年４月　ＮＫＳＪホールディングス株式会

社社外取締役
　　　　　　　現在に至る
＊伊藤忠商事株式会社相談役、株式会社オリエン
トコーポレーション社外取締役、日本板硝子株
式会社社外取締役、ＮＫＳＪホールディングス
株式会社社外取締役

株
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候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略歴、地位および担当
＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

櫻
さくら

　 日
ひ

出
で

雄
お

昭和 年７月 日生

昭和 年４月　当社入社
平成 年６月　当社執行役員、経理部長
平成 年６月　当社取締役兼執行役員、ＣＦＯ兼

経理部長
平成 年６月　当社常務取締役兼執行役員常務、

ＣＦＯ
　同　年８月　当社常務取締役兼執行役員常務、

ＣＦＯ兼Ｊ-ＳＯＸ対応プロジェ
クトチーム長

平成 年６月　当社取締役兼執行役員常務、
ＣＦＯ兼Ｊ-ＳＯＸ対応プロジェ
クトチーム長

　同　年 月　当社取締役兼執行役員常務、
ＣＦＯ

　　　　　　　現在に至る
＊古河スカイ株式会社社外監査役

株

柳
やなぎ

本
もと

正
まさ

博
ひろ

昭和 年９月８日生

昭和 年４月　当社入社
平成 年６月　当社執行役員、中部支社長
平成 年２月　当社執行役員、電装・エレクトロ

ニクスカンパニー副カンパニー長
兼中部支社長

　同　年４月　当社執行役員、電装・エレクトロ
ニクスカンパニー副カンパニー長
兼同カンパニー自動車部品事業部
長兼同事業部営業統括部長

　同　年６月　当社執行役員常務、電装・エレク
トロニクスカンパニー副カンパ
ニー長兼同カンパニー自動車部品
事業部長兼同事業部営業統括部長

平成 年６月　当社取締役兼執行役員常務、電装・
エレクトロニクスカンパニー長兼
同カンパニー自動車部品事業部長

平成 年６月　当社取締役兼執行役員常務、電装・
エレクトロニクスカンパニー長

平成 年４月　当社取締役兼執行役員常務、電装・
エレクトロニクスカンパニー長兼
同カンパニー巻線事業部長

　　　　　　　現在に至る

株
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候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略歴、地位および担当
＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

進
しん

藤
どう

俊
しゅん

一
いち

昭和 年９月 日生

昭和 年４月　当社入社
平成９年５月　当社電力事業本部機器・配電事業

部品質保証部長
平成 年３月　当社電力事業本部機器・配電事業

部機器製造部長
平成 年４月　当社電力事業部機器製造部長
平成 年 月　瀋陽古河電纜有限公司総経理
平成 年６月　当社エネルギー・産業機材カンパ

ニーエネルギー事業部長
平成 年６月　当社執行役員、エネルギー・産業

機材カンパニーエネルギー事業部
長

　同　年 月　当社執行役員、エネルギー・産業
機材カンパニーエネルギー事業部
長兼同事業部配電部品部長

平成 年６月　当社執行役員常務、エネルギー・
産業機材カンパニー長兼同カンパ
ニーエネルギー事業部長

　　　　　　　現在に至る

株

佐
さ

藤
とう

哲
てつ

哉
や

昭和 年 月４日生

昭和 年４月　通商産業省（現経済産業省）入省
平成 年１月　原子力安全・保安院審議官（産業

保安担当）
平成 年７月　大臣官房審議官（基準認証担当）
平成 年６月　退官
　同　年７月　商工組合中央金庫理事
平成 年７月　同理事退任
　同　年８月　当社執行役員、輸出管理室長
平成 年２月　当社執行役員、ＣＳＲＯ兼ＣＳＲ

推進本部長兼同本部輸出管理室長
　同　年６月　当社取締役兼執行役員、ＣＳＲＯ

兼ＣＳＲ推進本部長兼同本部輸出
管理室長

平成 年６月　当社取締役兼執行役員常務、
ＣＳＲＯ兼ＣＳＲ推進本部長兼同
本部輸出管理室長

　　　　　　　現在に至る

株
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候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略歴、地位および担当
＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

柴
しば

田
た

光
みつ

義
よし

昭和 年 月５日生

昭和 年４月　当社入社
平成９年４月　当社情報システム事業本部光デバ

イス開発部長
平成 年４月　当社情報システム事業本部ファイ

テル製品事業部光デバイス部長
平成 年６月　当社ファイテル製品事業部光デバ

イス部長
平成 年４月　当社ファイテル製品事業部光コン

ポーネント部長
　同　年 月　当社ファイテル製品事業部主査
平成 年６月　当社知的財産部特許戦略ユニット

シニアマネージャー
平成 年６月　当社研究開発本部横浜研究所長
平成 年４月　当社研究開発本部横浜研究所長兼

横浜事業所長
平成 年４月　当社経営企画室長
平成 年６月　当社執行役員、経営企画室長
平成 年１月　当社執行役員、金属カンパニー副

カンパニー長
　同　年６月　当社執行役員常務、金属カンパ

ニー長
　　　　　　　現在に至る

株

白
しら

澤
さわ

　 徹
とおる

昭和 年１月 日生

昭和 年４月　当社入社
平成９年３月　当社自動車部品事業本部電装部品

事業部製造部長
平成 年３月　当社自動車部品事業本部LM開発

プロジェクトチーム長
平成 年９月　当社研究開発本部自動車電装技術

研究所長
　同　年 月　当社ファイテル製品事業部製造部

長 
平成 年８月　当社ファイテル製品部光コンポー

ネント部長
平成 年４月　当社情報通信カンパニーGTチー

ム長
平成 年４月　当社原価低減推進部主査
　同　年６月　当社原価低減推進部長
平成 年６月　当社執行役員、原価低減推進部長
　　　　　　　現在に至る

株
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候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略歴、地位および担当
＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当
社株式の数

天
あま

野
の

　 望
のぞむ

昭和 年７月 日生

昭和 年４月　当社入社
平成 年６月　当社法務部長
平成 年６月　当社人事総務部長
平成 年３月　当社人事総務部長兼経営研究所長
　　　　　　　現在に至る

株

（注）社外取締役候補者に関する事項
　　　① 野哲夫氏、金子崇輔氏および藤田純孝氏は、社外取締役候補者です。
　　　②社外取締役候補者とした理由等は、以下のとおりです。
　　　　・ 野哲夫氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって

７年となります。
　　　　　同氏は、直近事業年度（平成 年４月１日から平成 年３月 日まで）において、当該年

度中に開催された取締役会 回のうち 回出席し、非鉄金属メーカーの経営者としての豊富
な知識・経験から、主に研究開発やグループ会社の管理、組織等に関する議案につき、内容
を質し、事業運営に関する判断軸を提示、リスク管理・回避の方策を例示するとともに、コ
ンプライアンス体制整備に関する提言等を行い、当社の適正な業務執行に寄与してきたこと
から、引き続き社外取締役に選任をお願いするものです。

　　　　・金子崇輔氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって
５年となります。

　　　　　同氏は、直近事業年度（平成 年４月１日から平成 年３月 日まで）において、当該年
度中に開催された取締役会 回のうち 回出席し、金融機関の経営者を歴任した経験および
他社の社外役員としての幅広い見識等に基づき、主に各種年度計画や出資、リスクマネジメ
ント等に関する議案につき、内容を質し、リスク管理・回避に関する提言を行い、またコン
プライアンス体制整備のための措置を求める等、当社の適正な業務執行に寄与してきたこと
から、引き続き社外取締役に選任をお願いするものです。

　　　　・藤田純孝氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって
２年となります。

　　　　　同氏は、直近事業年度（平成 年４月１日から平成 年３月 日まで）において、当該年
度中に開催された取締役会 回のうち 回出席し、商社の経営者としての豊富な知識・経験
から、出資や企業会計、各種年度計画等の議案につき、方針を質し、グローバル経営の視点
での提言を行い、またコンプライアンス体制整備のための措置を求める等、当社の適正な業
務執行に寄与してきたことから、引き続き社外取締役に選任をお願いするものです。

　　　③過去５年間における他の株式会社の役員在任中に不当・不正な業務執行が行われた事実等に
ついては、以下のとおりです。

　　　　・ 野哲夫氏は、平成９年６月から平成 年６月までの間、古河機械金属株式会社の取締役
に就任しておりましたが、同社は、平成 年９月に鋼製橋梁談合事件に関して公正取引委員
会より排除勧告を受け、これを応諾いたしました。また、平成 年４月に東京都下水道局発
注のポンプ設備工事に関して、公正取引委員会より入札談合があったとして審決を受けまし
た。同氏は、日頃からコンプライアンスを経営の最重要課題のひとつとして位置付け、これ
を推進するとともに、コンプライアンス意識の徹底を図っておりました。上記事実の判明後
は、これらの事実を厳粛に受け止め、独占禁止法遵守に関するあらゆる面の整備・強化につ
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いて、経営の喫緊の重要課題として取り組みました。
　　　　・金子崇輔氏は、平成 年６月に株式会社神戸製鋼所の社外監査役に就任し、現在に至って

おりますが、同社は、平成 年９月に鋼製橋梁談合事件に関して公正取引委員会より排除勧
告を受け、これを応諾いたしました。同氏は、問題の判明まで独占禁止法に違反する事実が
あったことを認識しておりませんでしたが、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行い、
注意喚起しておりました。

　　　　　また、平成 年５月に同社の加古川製鉄所および神戸製鉄所におけるばい煙の排出基準逸
脱、データの不適正な取り扱いおよび所管当局に対するボイラ設備事故の未報告などの事象
が社内調査で判明しました。同氏は、問題の判明まで当該事実を認識しておりませんでした
が、日頃から法令遵守の視点に立った提言を行い、注意喚起しておりました。

　　　　　これらの事実の発生後、同氏は、取締役会において、社内処分の適正性などについて意見
表明を行い、責任の重さ等を十分に考慮した処分を求める提言を行いました。さらに、取締
役会に対して、法令遵守状況の調査を強く求める提言を行いました。

　　　　　平成 年２月には、加古川製鉄所、高砂製作所および長府製造所において、同社労働組合
の推薦する議員候補者の後援会に対し、長年にわたりその活動費用の一部を肩代わりすると
いう不適切な支出が行われていたことが判明いたしました。同氏は、問題の判明まで当該事
実を認識しておりませんでしたが、日頃から企業としてのあるべき姿について、あるいは法
令遵守の視点に立った提言を取締役会等で行い、注意喚起しておりました。

　　　　　当該事実の発生後、同氏は取締役会において、同社は責任を十分に認識した上で、再発防
止に向けて全力で取り組むべきであるとの意見表明を行っております。また、監査役会の総
意として、改革と再発防止策の構築に協力をしていくとの意見表明も行われており、取締役
会終了後に開催された監査役会においても、同氏は内部統制システムの運用の観点から、監
査役会として独自に調査を行うことが必要であるとの提言を行いました。

　　　　・藤田純孝氏は、平成７年６月から平成 年６月までの間、伊藤忠商事株式会社の取締役に
就任しておりましたが、同社は、平成 年 月に、機械カンパニー産機ソリューション部門 
建機・海外プロジェクト部の営業課において、同社が外国に所在する事業者から仕入れた重
機械および資機材等をモンゴル国所在の本商品の使用者に対して販売する三国間貿易取引
における、物流を伴わない実質的な金融支援取引が数年間継続的に実施されており、当該取
引が販売取引として会計処理されていたことが判明しました。同氏は、本件に関与しておら
ず、また日頃から取締役会等においてコンプライアンス・内部統制の強化に注力しておりま
した。

　　　④責任限定契約の締結内容の概要等
　　　　　当社は、社外取締役について、その職務の遂行にあたり期待される役割を果たす有能な人

材を招聘するため、責任限定契約を締結することができる旨定款に定めており、これにより、
社外取締役候補者は、いずれも社外取締役として、当社との間で当該責任限定契約を締結し
ております。

　　　　　当該契約に基づく賠償責任限度額は、金７百万円と法令の定める最低限度額のいずれか高
い額です。社外取締役候補者が再任され就任した場合は、当該契約の効力は継続いたします。

　　　⑤その他社外取締役候補者に関する事項
　　　　・社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、

また過去５年間において当該業務執行者であった事実はありません。
　　　　・社外取締役候補者は、役員報酬を除き、いずれも過去２年間において当社または当社の特
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定関係事業者から、多額の金銭その他の財産を受けていた事実はなく、また今後も受ける予
定はありません。

　　　　・社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、
三親等以内の親族等に該当する事実はありません。

　　　　・金子崇輔氏および藤田純孝氏については、東京証券取引所および大阪証券取引所が定める
独立役員の届出を行っております。

―　64　―



第３号議案　監査役２名選任の件

　監査役小川博正氏は本総会の終結の時をもって辞任されますので、その補欠として

１名を選任し、また監査機能を強化するため、社外監査役を１名増員することとし、

監査役２名の選任をお願いするものであります。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

　なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略　　　歴

＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当
社株式の数

矢
や

吹
ぶき

　 薫
かおる

昭和 年 月 日生

昭和 年４月　当社入社
平成 年６月　当社監査部長
平成 年６月　当社監査役
平成 年６月　東京特殊電線株式会社取締役兼常

務執行役員
　　　　　　　現在に至る
　同　年同月　当社監査役退任

株

―　65　―



候補者
番　号

氏
ふ

　
り

　
が

名
な

生 年 月 日
略　　　歴

＊ 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当
社株式の数

頃
ころ

安
やす

健
けん

司
じ

昭和 年４月 日生

昭和 年４月　検事任官
平成５年４月　最高検察庁検事
　同　年 月　大津地方検察庁検事正
平成８年１月　法務省官房長
平成９年 月　最高検察庁総務部長
平成 年４月　最高検察庁刑事部長
　同　年 月　法務総合研究所長
平成 年５月　札幌高等検察庁検事長
平成 年６月　名古屋高等検察庁検事長
平成 年２月　大阪高等検察庁検事長
平成 年６月　同退官
　同　年７月　東京永和法律事務所入所
平成 年３月　株式会社平和社外監査役
　　　　　　　現在に至る
　同　年６月　東海旅客鉄道株式会社社外取締役
　　　　　　　現在に至る
　同　年同月　三井住友海上火災保険株式会社社

外取締役
　　　　　　　現在に至る
平成 年４月　三井住友海上グループホールディ

ングス株式会社社外取締役
　同　年７月　ＴＭＩ総合法律事務所顧問
　　　　　　　現在に至る
平成 年３月　三井住友海上グループホールディ

ングス株式会社社外取締役退任
＊ＴＭＩ総合法律事務所顧問、株式会社平和社外
監査役、東海旅客鉄道株式会社社外取締役、三
井住友海上火災保険株式会社社外取締役

株

（注）１．矢吹薫氏は、現在当社関連会社の東京特殊電線株式会社の取締役ですが、平成 年６月 日
開催の同社定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任します。

　　　２．社外監査役候補者に関する事項
　　　　①頃安健司氏は、社外監査役候補者です。
　　　　②社外監査役候補者とした理由等は、以下のとおりです。
　　　　　　頃安健司氏は、法曹として長年の経験を有していることから、法律の専門家として高い

見識により、当社の業務執行に対する適切な監査を行うことができるものと判断し、社外
監査役として選任をお願いするものです。

　　　　　　なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として、さらに他
社の社外取締役および社外監査役としての経験により企業法務に精通し、企業経営に関す
る十分な知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるも
のと判断しております。

　　　　③過去５年間における他の株式会社の役員在任中に不当・不正な業務執行が行われた事実等
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については、以下のとおりです。
　　　　　　頃安健司氏は、平成 年６月に三井住友海上火災保険株式会社の社外取締役に就任し、

現在に至っておりますが、同社において、終身医療保険等第三分野商品にかかる保険金の
不適切な不払い、臨時費用保険金等付随的な保険金の支払いもれ等の事実があり、このた
め同社は平成 年６月、金融庁から保険業法第 条の規定に基づく業務の一部停止命令
および同法第 条第１項の規定に基づく業務改善命令を受けました。

　　　　　　同氏は、上記の判明時まで当該事実を認識しておりませんでしたが、従前より、同社の
取締役会等において法令遵守や顧客保護を求めており、この件に関しては、同社において
業務運営を抜本的に見直すにあたり、再発防止に向けた適切な対策を講ずることを求める
等、その職責を果たしております。

　　　　④責任限定契約の締結の予定について
　　　　　　当社は、社外監査役について、その職務の遂行にあたり期待される役割を果たす有能な

人材を招聘するため、責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。
　　　　　　頃安健司氏が社外監査役に就任した場合、社外監査役として、当社との間で当該責任限

定契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金７百万円と法令の定
める最低限度額のいずれか高い額です。

　　　　⑤その他社外監査役候補者に関する事項
　　　　　・当社または当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去５年間において当該

業務執行者であった事実はありません。
　　　　　・過去２年間において当社または当社の特定関係事業者から、多額の金銭その他の財産を

受けていた事実はなく、また今後も受ける予定はありません。なお、当社は、同氏との間
で平成 年９月から顧問契約を締結しておりましたが、同契約を平成 年４月をもって終
了し、現在は顧問料の支払いはありません。

　　　　　・当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族等に該当す
る事実はありません。

　　　　　・頃安健司氏は、東京証券取引所および大阪証券取引所が定める独立役員の要件を満たし
ております。
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第４号議案　監査役の報酬額改定の件

　当社の監査役の報酬額は、平成 年６月 日開催の第 回定時株主総会において、

年額 百万円以内とご決議いただき今日に至っておりますが、当社監査役の１名増員

に伴い、監査役の報酬額を年額 百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。

　なお、各監査役の報酬額は、監査役の協議により定めることとし、決定に際しては、

常勤・非常勤の別などに応じて基本金額を定めるものとします。

　現在の監査役の員数は４名でありますが、第３号議案が原案どおり承認可決されま

すと、５名となります。
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第５号議案　当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件

　　当社は、平成 年６月 日開催の当社第 回定時株主総会において株主の皆さま

のご承認をいただき、当社株式の大規模買付行為への対応策（以下「現プラン」と

いいます。）を導入し、その有効期間は、本総会終結の時までとなっております。当

社では、現プラン導入後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向

および様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・

向上させるための取組みのひとつとして、現プランの更新の是非を含め、その在り

方について引き続き検討してまいりました。その結果、平成 年４月８日開催の当

社取締役会において、現プランの一部を変更（以下、変更後の対応策を「本プラン」

といいます。）し、本総会における株主の皆さまのご承認を条件に更新することを

決定しておりますので、お諮りするものであります。

　　現プランからの主な変更点は次のとおりですが、現プランの実質的内容から大幅

な変更はありません。

　　①大規模買付ルールに基づいて大規模買付者に提供を求める必要情報の内容につ

いて、一部見直すほか必要かつ十分な範囲に限定する旨明記するとともに、大

規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じ、大規模買付者に対

して情報提供の期限を設定することとし、大規模買付者から合理的な理由に基

づく延長請求があった場合は、期限を延長することができるものとしました。

　　②当社取締役会が大規模買付ルールに基づき必要情報について追加の提供を要請

した場合、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的

な説明がある場合には、当社取締役会が求める情報が全て揃わなくとも、情報

提供に係る交渉を終了し当社取締役会の評価・検討を開始する場合があること

としました。

　　③大規模買付ルールを遵守した場合でも例外的に対抗措置をとる場合は、例示す

る類型に該当するだけでなく、その結果として、企業価値ひいては株主共同の

利益を著しく損なうと判断される場合に限る旨を明記しました。

　　④その他、①から③までの見直しに関連する引用箇所の記載の修正や金融商品取

引法の施行および株券電子化などの関係法令の整備に伴う所要の修正ならびに
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文言の整理等を行いました。

　１．提案の理由

　　　当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その

大規模な買付等の目的等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不

適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に

応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆さまの意思に基づき行われるべき

ものと考えております。

　　　しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値

ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主

の皆さまに株式の売却を事実上強制するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆

さまが株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替

案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの

等、買収の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないもの

もありえます。

　　　そこで、当社は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株

主の皆さまが適切なご判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等

との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては

株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供

と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいま

す。）を設定し、事業報告に記載しております会社の支配に関する基本方針に照ら

して不適切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買

収防衛策として、現プランの内容を一部変更し、本プランとして更新することと

いたしたいと存じます。

　２．提案の内容

　　⑴　本プランの対象となる当社株式の買付

　　　　本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ（注 ）の議決

権割合（注 ）を ％以上とすることを目的とする当社株券等（注 ）の買付行
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為、または結果として特定株主グループの議決権割合が ％以上となる当社株

券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを

除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。

以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者

を「大規模買付者」といいます。）とします。
　　　　注 ：特定株主グループとは、
　　　　　 　当社の株券等（金融商品取引法第 条の 第１項に規定する株券等をいいます。）の保

有者（同法第 条の 第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとしま
す。）およびその共同保有者（同法第 条の 第５項に規定する共同保有者をいい、同条
第６項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）または、

　　　　　 　当社の株券等（同法第 条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同
法第 条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われる
ものを含みます。）を行う者およびその特別関係者（同法第 条の２第７項に規定する特
別関係者をいいます。）

　　　　　　を意味します。
　　　　注 ：議決権割合とは、
　　　　　 　特定株主グループが、注 の 記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品

取引法第 条の 第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、
当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいま
す。以下同じとします。）も加算するものとします。）または、

　　　　　 　特定株主グループが、注 の 記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者
の株券等保有割合（同法第 条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合
計をいいます。

　　　　　　　各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第 条の２第８項に規定する
ものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第 条の 第４項に規定するものをい
います。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近
に提出されたものを参照することができるものとします。

　　　　注 ：株券等とは、金融商品取引法第 条の 第１項または同法第 条の２第１項に規定す
る株券等を意味します。

　　⑵　第三者委員会の設置

　　　　本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされるこ

とを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するため、現プランと同様

に第三者委員会規程（概要につきましては、別紙１をご参照ください。）に基づ

き、第三者委員会を設置しております。第三者委員会の委員は３名以上とし、

公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立

している社外監査役および社外有識者（注）の中から選任します。現在の第三
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者委員会委員である社外監査役の工藤 正氏、社外有識者の田﨑 雅元氏、同じく

松尾 邦弘氏は、本プラン更新後も引き続き第三者委員会委員として就任予定で

す。（略歴につきましては、別紙２をご参照願います。）

　　　　第三者委員会は大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、

対抗措置の発動・不発動の判断、いったん発動した対抗措置の停止等の判断な

ど、当社取締役会の諮問に対して勧告するものとし、当社取締役会は、第三者

委員会の勧告を最大限尊重するものとします。第三者委員会の勧告内容につい

ては、その概要を適宜公表することとします。

　　　　なお、第三者委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資

するようになされることを確保するために、第三者委員会は、当社の費用で、

必要に応じて独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、弁護士、公認会計士、

その他の外部専門家）の助言を得ることができるものとします。
　　　　注：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公

認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいい
ます。

　　⑶　大規模買付ルールの概要

　　　１）大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

　　　　　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為

または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、当社代表取締役宛に、大規模

買付ルールに従う旨の誓約および以下の内容等を日本語で記載した意向表明

書をご提出いただきます。

　　　　①大規模買付者の名称、住所

　　　　②設立準拠法

　　　　③代表者の氏名

　　　　④国内連絡先

　　　　⑤提案する大規模買付行為の概要等

　　　　　当社取締役会が大規模買付者から意向表明書を受理した場合は、速やかに

その旨および必要に応じ、その内容について公表します。
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　　　２）大規模買付者による必要情報の提供

　　　　　当社は、上記１）の意向表明書受領後 営業日以内に、大規模買付者から

当社取締役会に対して、株主の皆さまのご判断および当社取締役会としての

意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」

といいます。）のリストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、本

必要情報のリストにしたがい、本必要情報を当社取締役会に書面にて提出し

ていただきます。本必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体

的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりま

すが、いずれの場合も株主の皆さまのご判断および当社取締役会としての意

見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。

　　　　①大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員

（ファンドの場合）その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、

経歴または沿革、資本構成、財務内容等を含みます。）

　　　　②大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為の対価の価額・

種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の

方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みます。）

　　　　③大規模買付行為の対価の価額の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方

法、算定に用いた数値情報および大規模買付行為に係る一連の取引により

生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。）

　　　　④大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）

の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

　　　　⑤当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補（当

社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報

を含みます。）、当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策

および配当政策等

 　　　　⑥当社および当社グループの経営に参画した後に予定している当社の取引

先、顧客、従業員その他の当社に係る利害関係者と当社および当社グルー

プとの関係に関しての変更の有無およびその内容
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　　　　　当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に

応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。た

だし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、そ

の期限を延長することができるものとします。

　　　　　また、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分

と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜期限

を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあり

ます。

　　　　　当社取締役会は、本必要情報が大規模買付者から提供されたと判断した場

合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公表する

こととします。

　　　　　また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわら

ず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説

明がある場合には、当社取締役会が求める本必要情報が全て揃わなくとも、

大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、その旨を公表するととも

に、後記３）の当社取締役会による評価・検討を開始する場合があります。

　　　　　当社取締役会に提供された本必要情報は、第三者委員会に提出するととも

に、株主の皆さまのご判断のために必要であると認められる場合には、当社

取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。

　　　３）当社取締役会による評価期間等

　　　　　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者

が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）

のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長 日間、または

その他の大規模買付行為の場合は最長 日間を当社取締役会による評価、検

討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」

といいます。）として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価

期間経過後にのみ開始されるものとします。

　　　　　取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家
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（投資銀行、証券会社、弁護士、公認会計士、その他の外部専門家）の助言

を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、第三者委員会

からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとり

まとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付

行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆さまに

対し代替案を提示することもあります。

　　⑷　大規模買付行為が為された場合の対応方針

　　　１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　　　　　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、

仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての

反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆さまを説得

するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆さまにおいて、当該買

付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮

の上、ご判断いただくことになります。

　　　　　但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買

付行為が、例えば以下の①から⑤のいずれかに該当し、結果として会社に回

復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基

づき、例外的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的と

して必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法

律および当社定款が認める対抗措置を取ることがあります。

　　　　①真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げ

て高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている

場合（いわゆるグリーンメーラーである場合）

　　　　②会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハ

ウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社

等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っ
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ている場合

　　　　③会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収者やそのグループ会社等

の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場

合

　　　　④会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有

価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な

高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙っ

て株式の高値売り抜けをする目的で株式の買収を行っている場合

　　　　⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買

収（最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目

の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による

株式の買付を行うことをいいます。）等の、株主の皆さまの判断の機会また

は自由を制約し、事実上、株主の皆さまに当社株式の売却を強要するおそ

れがあると判断された場合

　　　　上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、

その判断の客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、対抗措置の

発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第

三者委員会は対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記⑶ ３）の

取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、第三者委員

会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動について判断を行

うものとします。

　　　　具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取

締役会が判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措

置として、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は別紙３に記載のと

おりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定

割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするな

ど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることが

あります。
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　　　２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　　　　　大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な

買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を守ることを目的として、上記１）で述べた対抗措置をとり、

大規模買付行為に対抗する場合があります。対抗措置を発動することについ

て判断するにあたっては、当社取締役会は、第三者委員会の勧告を最大限尊

重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非につい

て判断するものとします。

　　　３）対抗措置発動の停止等について

　　　　　上記１）または２）において、当社取締役会において具体的対抗措置を講

ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変

更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した

場合には、第三者委員会の助言、意見または勧告を十分に尊重した上で、対

抗措置の発動の停止または変更等を行うことがあります。例えば、対抗措置

として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当

が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大

規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当

社取締役会が判断した場合には、第三者委員会の勧告を受けた上で、効力発

生日の前日までの間は、新株予約権無償割当等の中止、または新株予約権無

償割当後において行使期間開始日の前日までの間は、当該新株予約権の無償

取得の方法により対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。

　　　　　このような対抗措置発動の停止を行う場合は、第三者委員会が必要と認め

る事項とともに、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に

従い、適時・適切に開示します。

　　⑸　株主・投資家に与える影響等

　　　１）大規模買付ルールが株主および投資家の皆さまに与える影響等

　　　　　大規模買付ルールは、株主の皆さまが大規模買付行為に応じるか否かをご

判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の
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意見を提供し、株主の皆さまが代替案の提示を受ける機会を保証することを

目的としています。これにより株主の皆さまは、十分な情報のもとで、大規

模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、

そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと

考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主および投資家の皆

さまが適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主および投

資家の皆さまの利益に資するものであると考えております。

　　　　　なお、上記⑷において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを

遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますの

で、株主および投資家の皆さまにおかれましては、大規模買付者の動向にご

注意ください。

　　　２）対抗措置発動時に株主および投資家の皆さまに与える影響

　　　　　当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目

的として、上記⑷に記載した対抗措置をとることがありますが、当社取締役

会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令および当社が上

場する金融商品取引所の上場規則等にしたがって、当該決定について適時・

適切に開示します。 

　　　　　対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆さまが、法的権利

または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりませ

ん。対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、当社が当該

新株予約権の取得の手続きを取ることにより、大規模買付者等以外の株主の

皆さまは、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社によ

る当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益

は発生しません。但し、当社が新株予約権を取得する日までに、大規模買付

者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面をご提出いただけな

い株主の皆さま（当社がかかる誓約書の提出を求めた場合に限ります。）に関

しましては、他の株主の皆さまが当該新株予約権の無償割当を受け、当該新

株予約権と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的

―　78　―



権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。 また、

第三者委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止

または発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得する

ことにより、株主の皆さまは新株予約権を失います。）を行う場合には、当社

株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投

資家の皆さまは、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

　　　　　大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規

模買付ルールを遵守した場合であっても大規模買付行為が当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講

じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不測

の損害が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大

規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するもの

です。

　　　３）対抗措置発動に伴って株主の皆さまに必要となる手続き

　　　　　対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合は、株主

の皆さまは引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、ま

た当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、新株予約権の行使価

額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価とし

て当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要と

なりません。但し、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆

さまに対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定

の書式による書面のご提出を求めることがあります。 

　　　　　これらの手続きの詳細につきましては、実際に対抗措置を行うことになっ

た際に、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に基づき別

途お知らせいたします。

　　⑹　本プランの適用開始、有効期限および廃止

　　　　本プランは、本総会での承認により同日から発効することとし、有効期限は、

平成 年６月開催予定の定時株主総会の終結時とします。

―　79　―



　　　　本プランは、本総会により更新が承認され発効した後であっても、①株主総

会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任さ

れた取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、その時点で廃止されるものとします。また、本プランの有効

期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上

の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うこ

とがあります。このように、当社取締役会が本プランについて更新、変更、廃

止等の決定を行った場合には、その内容につきまして速やかに開示します。

　　　　なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関す

る法令、金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設また

は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を

行うのが適切である場合等、株主の皆さまに不利益を与えない場合等には、必

要に応じて第三者委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する場

合があります。

以　上
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（別紙１）

第三者委員会規程の概要

・第三者委員会は、当社取締役会の決議により設置する。

・第三者委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社

の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役および社外有識者の中から、

当社取締役会が選任する。

・第三者委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定

の内容を、その理由および根拠を付して、当社取締役会に対し勧告する。なお、第

三者委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。

・第三者委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士、公認会計士、その他の外部専門家

に対し、当社の費用負担により助言を得ることができる。

・第三者委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。

以　上
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（別紙２）

第三者委員会の委員略歴

　本プラン更新後の第三者委員会の委員は、引き続き以下の３名を予定しております。

工　藤　　　正（くどう　ただし）

昭和 年４月　株式会社第一銀行入行

平成７年６月　株式会社第一勧業銀行取締役

平成９年５月　同行常務取締役

平成 年５月　同行専務取締役

平成 年４月　同行取締役副頭取

平成 年１月　同行取締役副頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役

　同　年４月　株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほホールディングス取

締役

平成 年１月　株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ取締役兼株式会社みずほホールディングス取締役

平成 年３月　株式会社みずほ銀行取締役頭取退任

　　　　　　　株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役退任

　　　　　　　株式会社みずほホールディングス取締役退任

　同　年４月　株式会社みずほ銀行理事

平成 年６月　当社社外監査役（現在に至る）

平成 年３月　株式会社みずほ銀行理事退任

　同　年４月　中央不動産株式会社特別顧問（現在に至る）

田　﨑　雅　元（たざき　まさもと）

昭和 年４月　川崎航空機工業株式会社（現・川崎重工業株式会社）入社

平成元年 月　Kawasaki Heavy Industries (U S A ) Inc 取締役社長

平成４年６月　川崎重工業株式会社取締役

平成８年６月　同社常務取締役
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平成９年６月　同社専務取締役

平成 年６月　同社取締役社長

平成 年６月　同社取締役会長

平成 年６月　同社相談役（現在に至る）

松　尾　邦　弘（まつお　くにひろ）

昭和 年４月　東京地方検察庁検事

平成８年１月　松山地方検察庁検事正

　同　年 月　東京地方検察庁次席検事

平成 年４月　最高検察庁検事

　同　年６月　法務省刑事局長

平成 年 月　法務事務次官

平成 年１月　最高検察庁次長検事

平成 年９月　東京高等検察庁検事長

平成 年６月　検事総長

平成 年６月　同辞職

　同　年９月　弁護士登録（現在に至る）

　上記の各委員と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、当社の社外監

査役である工藤正氏については、東京証券取引所および大阪証券取引所が定める独立

役員の届出を行っております。

以　上
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（別紙３）

新株予約権無償割当の概要

１．新株予約権無償割当の対象となる株主およびその割当方法
　　当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対
し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）１株
につき１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数
　　新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たり
の目的となる株式の数は１株とする。但し、当社が株式分割または株式併合を行う
場合は、所要の調整を行うものとする。

３．株主に割当てる新株予約権の総数
　　当社取締役会が定める割当期日における当社普通株式の発行可能株式総数から当
社普通株式の発行済株式の総数（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）を減
じた株式数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行
うことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額
　　各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円以上で
当社取締役会が定める額とする。

５．新株予約権の譲渡制限
　　新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認
を要する。

６．新株予約権の行使条件
　　議決権割合が ％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取
締役会が同意した者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細につい
ては、当社取締役会において別途定めるものとする。

７．新株予約権の行使期間等
　　新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事
項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、
上記６の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株
予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当社取締役会が別途定める株数の当
社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。

 
以　上
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本プランの概要（大規模買付行為開始時のフローチャート）

大 規 模 買 付 者

大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付ルール

大規模買付者から
　意向表明書の提出

取締役会から
　必要情報のリストの提出

大規模買付者から
　必要情報の提出

意向表明書を提出し
ない突然の買付行為

必要な情報を提供
しない買付行為

取締役会評価期間を
与えない買付行為

取締役会評価期間
最長60日または最長 90日

・買収提案の評価・検討

・取締役会の意見表明

・代替案の提示

企業価値を著しく損なう
と判断される場合

対抗措置発動を諮問

発動・不発動を判断

諮問

諮問第 

三 

者 

委 

員 

会

勧告

勧告

取締役会
ルール逸脱を確認

対抗措置発動を諮問

ルール遵守の場合は
原則 対抗措置は不発動

発動判断
の場合

対抗措置の発動

（*）例外的に対抗措置を発動する場合：
　グリーンメーラーである場合、焦土化経営・資産流用・一時的高配当を目的とする場合等

発動判断
の場合（*）

対抗措置の発動

不発動を
判断の場合

発動・不発動を判断

〈TOB等の大規模買付行為に応じるか否か〉

株主の皆様のご判断

【ご参考】

が現プランから
の修正点

必要情報の内容
を「必要かつ十
分な範囲に限定
する」等

必要に応じ、情
報提供の期限の
設定、合理的な
理由があれば期
限延長可

必要情報の一部
が提供できない
場合でも、合理
的な説明があれ
ば取締役会での
評価・検討を開
始

上記の類型に該当するだけでなく、その結
果として企業価値ひいては株主共同の利益
を著しく損なうと判断される場合に限定

(注)　本図は、本プランのご理解に資することを目的として、
代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずし
も全ての手続きを示したものではございません。詳細に
つきましては、本文をご参照ください。
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インターネットによる議決権行使のご案内
Ⅰ．インターネットによる議決権の行使について
　１．行使に際してご了承いただく事項
　　　議決権をインターネットにより行使される場合、次の事項をご了承ください。
　　⑴　インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記ＵＲＬ

をご参照ください）をご利用いただくことによってのみ可能です。また、同封の議決権
行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。

　　⑵　今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関してのみ有効で
す。総会毎に、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いたします。

　　⑶　議決権行使書用紙とインターネットによりまして、二重に議決権を行使された場合、
インターネットによる行使を有効な行使としてお取扱いいたします。また、インター
ネットで複数回数、議決権行使をされた場合、最後の行使を有効なものとしてお取扱い
いたします。

　　⑷　インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様のご負
担となります。

　２．インターネットによる議決権行使の具体的方法について
　　⑴　議決権行使サイト（http://www it-soukai com/またはhttps://daiko mizuho-tb co jp/）

にアクセスしてください。ただし、午前３～５時はアクセスすることができません。
　　⑵　議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。
　　　　議決権行使コードおよびパスワードは、同封の議決権行使書用紙右下に記載してお

ります。
　　⑶　画面の案内に従い、平成 年６月 日（月曜日）午後５時までに、議案の賛否の登録

等を行ってください。
　３．ご利用環境について
　　⑴　パソコン：Windows機種（携帯電話、PDAおよびゲーム機には対応しておりません）
　　⑵　ブラウザ：Microsoft Internet Explorer 以上
　　⑶　インターネット環境：プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境
　　⑷　画面解像度： × ピクセル以上をご推奨いたします。
　４．セキュリティについて
　　　本インターネットによる議決権行使におきましては、情報が改竄・盗聴されないよう暗
号化（SSL bit）技術を使用しております。

　　　なお、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人
を認証する重要なものですので、他人に絶対知られないようご注意ください。また、当社
より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

Ⅱ．（機関投資家向け）議決権電子行使プラットフォームについて
　　当社は、㈱東京証券取引所等により設立された㈱ＩＣＪの運営する機関投資家向け議決
権電子行使プラットフォームに参加しております。
【お問い合わせ先】
　１．インターネットによる議決権行使に関する専用お問い合わせ先（パソコンの操作方法等）
　　　みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
　　　　電話 － － （フリーダイヤル）（受付時間：土日祝日を除く午前９時～午後９時）
　２．上記１以外の株式事務に関するお問い合わせ先
　　　みずほ信託銀行　証券代行部
　　　　電話 － － （フリーダイヤル）（受付時間：土日祝日を除く午前９時～午後５時）
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　　メ　　　　　モ　　



御成門駅
Ａ１出口

大門駅
Ａ６出口

浜松町駅
北口

株主総会会場略図

会　場 東京都港区芝公園三丁目 3番 1号
東京プリンスホテル　 2階　鳳凰の間
電話（03）3432－1111

お願い：当日は会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、
　　　　お車でのご来場はご遠慮願います。

下車駅 ＪＲ山手線・京浜東北線 浜松町駅から　徒歩約10分
（北口）

}

都営地下鉄三田線

都営地下鉄浅草線
都営地下鉄大江戸線

御成門駅から　徒歩約 1分
（Ａ１出口）

大門駅から　　徒歩約 7分
（Ａ６出口）
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